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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１期間及び第２期間を電気エネルギーディスパッチ装置によって決定する段階と、
　第１のインジケーション情報を前記電気エネルギーディスパッチ装置によって少なくと
も１つの基地局に送信する段階であって、前記第１のインジケーション情報は、前記第１
期間内に、前記基地局に接続された送電網からの電気エネルギーを貯蔵するよう前記基地
局のエネルギー貯蔵バッテリを制御すべく使用される、段階と、
　第２のインジケーション情報を前記電気エネルギーディスパッチ装置によって前記少な
くとも１つの基地局に送信する段階であって、前記第２のインジケーション情報は、前記
第２期間内に、前記基地局に接続された前記送電網に対する電気エネルギーの補償を行う
よう前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリを制御すべく使用される、段階と、
　前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの電荷量及び健全係数と、前記基地局のサー
ビスアイドル度係数と、前記基地局に接続された前記送電網の安定性係数とを前記電気エ
ネルギーディスパッチ装置によって取得する段階と、
　前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの前記電荷量及び前記健全係数と、前記基地
局の前記サービスアイドル度係数と、前記基地局に接続された前記送電網の前記安定性係
数とに従って、前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの放電深度閾値を前記電気エネ
ルギーディスパッチ装置によって計算する段階と、
　前記基地局の各々のエネルギー貯蔵バッテリの放電深度が前記放電深度閾値に達した場
合、前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリのステータスは第３の事前設定条件を満た
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すと前記電気エネルギーディスパッチ装置によって決定する段階と、
　前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの前記ステータスが前記第３の事前設定条件
を満たす場合、第３のインジケーション情報を前記電気エネルギーディスパッチ装置によ
って前記基地局に送信する段階であって、前記第３のインジケーション情報は、前記送電
網に対する電気エネルギーの補償の実行を停止するよう前記基地局の前記エネルギー貯蔵
バッテリを制御すべく使用される、段階と、
　を備える電気エネルギーディスパッチ方法。
【請求項２】
　第１期間及び第２期間を電気エネルギーディスパッチ装置によって決定する前記段階は
、具体的に、
　前記送電網から前記送電網の予測負荷データを前記電気エネルギーディスパッチ装置に
よって取得する段階と、
　前記送電網の前記予測負荷データに従って、前記送電網の低負荷期間及びピーク負荷期
間を前記電気エネルギーディスパッチ装置によって決定する段階と、
　前記電気エネルギーディスパッチ装置によって、前記送電網の前記低負荷期間を前記第
１期間として決定し、前記送電網の前記ピーク負荷期間を前記第２期間として決定する段
階とを有する、請求項１に記載の電気エネルギーディスパッチ方法。
【請求項３】
　第１期間及び第２期間を取得する前記段階は、具体的に、
　前記第１期間及び前記第２期間の事前設定を前記電気エネルギーディスパッチ装置によ
って受信及び格納する段階を有する、請求項１又は２に記載の電気エネルギーディスパッ
チ方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの基地局の各々のエネルギー貯蔵バッテリのステータスを前記電気
エネルギーディスパッチ装置によって検出する段階を更に備え、
　第１のインジケーション情報を前記電気エネルギーディスパッチ装置によって少なくと
も１つの基地局に送信する前記段階は、具体的に、
　前記第１期間の前の前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリのステータスが第１の事
前設定条件を満たす場合、前記第１のインジケーション情報を前記電気エネルギーディス
パッチ装置によって前記基地局に送信する段階を有し、
　第２のインジケーション情報を前記電気エネルギーディスパッチ装置によって前記少な
くとも１つの基地局に送信する前記段階は、具体的に、
　前記第２期間の前の前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリのステータスが第２の事
前設定条件を満たす場合、前記第２のインジケーション情報を前記電気エネルギーディス
パッチ装置によって前記基地局に送信する段階を有する、請求項１から３の何れか一項に
記載の電気エネルギーディスパッチ方法。
【請求項５】
　前記第１期間の前の前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの電荷量が第１の事前設
定値より小さい場合、前記第１期間の前の前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの前
記ステータスは前記第１の事前設定条件を満たすと決定される、請求項４に記載の電気エ
ネルギーディスパッチ方法。
【請求項６】
　前記第２期間の前の前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの電荷量が、第２の事前
設定値より大きい場合、前記第２期間の前の前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの
前記ステータスは前記第２の事前設定条件を満たすと決定される、請求項４又は５に記載
の電気エネルギーディスパッチ方法。
【請求項７】
　前記エネルギー貯蔵バッテリの前記健全係数は、前記エネルギー貯蔵バッテリの健全度
（ＳＯＨ）に従って取得され、
　前記基地局の前記サービスアイドル度係数は、前記基地局の現在の負荷電力の、前記基
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地局の負荷電力の上限に対する比に従って取得され、
　前記基地局に接続された前記送電網の前記安定性係数は、前記基地局の稼働期間内での
前記送電網の電力障害持続期間の、前記基地局の前記稼働期間に対する比に従って取得さ
れる、請求項１から６のいずれか一項に記載の電気エネルギーディスパッチ方法。
【請求項８】
　第１期間及び第２期間を決定する第１の決定モジュールと、
　第１のインジケーション情報を少なくとも１つの基地局に送信する第１の送信モジュー
ルであって、前記第１のインジケーション情報は、前記第１期間内に、前記基地局に接続
された送電網からの電気エネルギーを貯蔵するよう前記基地局のエネルギー貯蔵バッテリ
を制御すべく使用される、第１の送信モジュールと、
　第２のインジケーション情報を前記少なくとも１つの基地局に送信する第２の送信モジ
ュールであって、前記第２のインジケーション情報は、前記第２期間内に、前記基地局に
接続された前記送電網に対する電気エネルギーの補償を行うよう前記基地局の前記エネル
ギー貯蔵バッテリを制御すべく使用される、第２の送信モジュールと、
　前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの電荷量及び健全係数と、前記基地局のサー
ビスアイドル度係数と、前記基地局に接続された前記送電網の安定性係数とを取得する取
得モジュールと、
　前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの前記電荷量及び前記健全係数と、前記基地
局の前記サービスアイドル度係数と、前記基地局に接続された前記送電網の前記安定性係
数とに従って、前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの放電深度閾値を計算する計算
モジュールと、
　複数の前記基地局の各々のエネルギー貯蔵バッテリの放電深度が前記放電深度閾値に達
した場合、前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリのステータスは第３の事前設定条件
を満たすと決定する第２の決定モジュールと、
　前記第２の送信モジュールが前記第２のインジケーション情報を前記基地局に送信した
後、前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの前記ステータスが前記第３の事前設定条
件を満たす場合、第３のインジケーション情報を前記基地局に送信する第３の送信モジュ
ールであって、前記第３のインジケーション情報は、前記送電網に対する電気エネルギー
の補償の実行を停止するよう前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリを制御すべく使用
される、第３の送信モジュールと、
　を備える電気エネルギーディスパッチ装置。
【請求項９】
　前記第１の決定モジュールは、
　前記送電網から前記送電網の予測負荷データを取得する第１の取得ユニットと、
　前記送電網の前記予測負荷データに従って、前記送電網の低負荷期間及びピーク負荷期
間を決定する第１の決定ユニットと、
　前記送電網の低負荷期間を前記第１期間として決定し、前記送電網の前記ピーク負荷期
間を前記第２期間として決定する第２の決定ユニットとを有する、請求項８に記載の電気
エネルギーディスパッチ装置。
【請求項１０】
　前記第１の決定モジュールは、
　前記第１期間及び前記第２期間の事前設定を受信及び格納する受信ユニットを有する、
請求項８又は９に記載の電気エネルギーディスパッチ装置。
【請求項１１】
　前記電気エネルギーディスパッチ装置は更に、
　前記少なくとも１つの基地局の各々のエネルギー貯蔵バッテリのステータスを検出する
検出モジュールを備え、
　前記第１の送信モジュールは、具体的に、前記第１期間の前の前記基地局の前記エネル
ギー貯蔵バッテリのステータスが第１の事前設定条件を満たす場合、前記第１のインジケ
ーション情報を前記基地局に送信し、
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　前記第２の送信モジュールは、具体的に、前記第２期間の前の前記基地局の前記エネル
ギー貯蔵バッテリのステータスが第２の事前設定条件を満たす場合、前記第２のインジケ
ーション情報を前記基地局に送信する、請求項８から１０の何れか一項に記載の電気エネ
ルギーディスパッチ装置。
【請求項１２】
　前記第１の送信モジュールは更に第３の決定ユニットを有し、前記第３の決定ユニット
は、前記第１期間の前の前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの電荷量が第１の事前
設定値より小さい場合、前記第１期間の前の前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの
前記ステータスは前記第１の事前設定条件を満たすと決定する、請求項１１に記載の電気
エネルギーディスパッチ装置。
【請求項１３】
　前記第２の送信モジュールは更に第４の決定ユニットを有し、前記第４の決定ユニット
は、前記第２期間の前の前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの電荷量が第２の事前
設定値より大きい場合、前記第２期間の前の前記基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの
前記ステータスは前記第２の事前設定条件を満たすと決定する、請求項１１又は１２に記
載の電気エネルギーディスパッチ装置。
【請求項１４】
　前記エネルギー貯蔵バッテリの前記健全係数は、前記エネルギー貯蔵バッテリの健全度
（ＳＯＨ）に従って取得され、
　前記基地局の前記サービスアイドル度係数は、前記基地局の現在の負荷電力の、前記基
地局の負荷電力の上限に対する比に従って取得され、
　前記基地局に接続された前記送電網の前記安定性係数は、前記基地局の稼働期間内での
前記送電網の電力障害持続期間の、前記基地局の前記稼働期間に対する比に従って取得さ
れる、請求項８から１３のいずれか一項に記載の電気エネルギーディスパッチ装置。
【請求項１５】
　電気エネルギーディスパッチ装置から第１のインジケーション情報及び第２のインジケ
ーション情報を電力管理装置によって受信する段階と、
　第１の基地局に接続された送電網から第１期間内に電気エネルギーを貯蔵するよう前記
第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリを前記第１のインジケーション情報に従って前記
電力管理装置によって制御する段階と、
　前記第１の基地局に接続された前記送電網に対して第２期間内に電気エネルギーの補償
を行うよう前記第１の基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリを前記第２のインジケーショ
ン情報に従って前記電力管理装置によって制御する段階と、
　前記電気エネルギーディスパッチ装置から第３のインジケーション情報を前記電力管理
装置によって受信する段階と、
　前記第３のインジケーション情報に従って、前記送電網に対する電気エネルギーの補償
の実行を停止するよう前記第１の基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリを前記電力管理装
置によって制御する段階と、
　を備え、
　前記第１の基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの電荷量及び健全係数と、前記第１の
基地局のサービスアイドル度係数と、前記第１の基地局に接続された前記送電網の安定性
係数とに従って、前記第１の基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの放電深度閾値が、前
記電気エネルギーディスパッチ装置によって計算され、
　前記第１の基地局の各々のエネルギー貯蔵バッテリの放電深度が前記放電深度閾値に達
した場合、前記第１の基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリのステータスは第３の事前設
定条件を満たすと前記電気エネルギーディスパッチ装置によって決定され、
　前記第１の基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの前記ステータスが前記第３の事前設
定条件を満たす場合、前記第３のインジケーション情報が前記電気エネルギーディスパッ
チ装置によって前記第１の基地局に送信される、
電力管理方法。
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【請求項１６】
　前記第１の基地局の負荷電力と、前記第１の基地局に接続された前記送電網の関連パラ
メータと、前記第１の基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの関連パラメータとを前記電
力管理装置によってリアルタイムにモニタリングする段階と、前記第１の基地局の前記負
荷電力と、前記第１の基地局に接続された前記送電網の前記関連パラメータと、前記第１
の基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの前記関連パラメータとを前記電気エネルギーデ
ィスパッチ装置に送信する段階と、
　を更に備える、請求項１５に記載の電力管理方法。
【請求項１７】
　前記エネルギー貯蔵バッテリの前記健全係数は、前記エネルギー貯蔵バッテリの健全度
（ＳＯＨ）に従って取得され、
　前記第１の基地局の前記サービスアイドル度係数は、前記第１の基地局の現在の負荷電
力の、前記第１の基地局の負荷電力の上限に対する比に従って取得され、
　前記第１の基地局に接続された前記送電網の前記安定性係数は、前記第１の基地局の稼
働期間内での前記送電網の電力障害持続期間の、前記第１の基地局の前記稼働期間に対す
る比に従って取得される、請求項１５又は１６に記載の電力管理方法。
【請求項１８】
　電気エネルギーディスパッチ装置から第１のインジケーション情報及び第２のインジケ
ーション情報を受信する第１の受信モジュールと、
　第１の基地局に接続された送電網から第１期間内に電気エネルギーを貯蔵するよう前記
第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリを前記第１のインジケーション情報に従って制御
する第１の制御モジュールと、
　前記第１の基地局に接続された前記送電網に対して第２期間内に電気エネルギーの補償
を行うよう前記第１の基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリを前記第２のインジケーショ
ン情報に従って制御する第２の制御モジュールと、
　前記電気エネルギーディスパッチ装置から第３のインジケーション情報を受信する第２
の受信モジュールと、
　前記送電網に対する電気エネルギーの補償の実行を停止するよう前記第１の基地局の前
記エネルギー貯蔵バッテリを前記第３のインジケーション情報に従って制御する第３の制
御モジュールと、
　を備え、
　前記第１の基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの電荷量及び健全係数と、前記第１の
基地局のサービスアイドル度係数と、前記第１の基地局に接続された前記送電網の安定性
係数とに従って、前記第１の基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの放電深度閾値が、前
記電気エネルギーディスパッチ装置によって計算され、
　前記第１の基地局の各々のエネルギー貯蔵バッテリの放電深度が前記放電深度閾値に達
した場合、前記第１の基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリのステータスは第３の事前設
定条件を満たすと前記電気エネルギーディスパッチ装置によって決定され、
　前記第１の基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの前記ステータスが前記第３の事前設
定条件を満たす場合、前記第３のインジケーション情報が前記電気エネルギーディスパッ
チ装置によって前記第１の基地局に送信される、
基地局の電力管理装置。
【請求項１９】
　前記第１の基地局の負荷電力と、前記第１の基地局に接続された前記送電網の関連パラ
メータと、前記第１の基地局の前記エネルギー貯蔵バッテリの関連パラメータとをリアル
タイムにモニタリングし、前記第１の基地局の前記負荷電力と、前記第１の基地局に接続
された前記送電網の前記関連パラメータと、前記第１の基地局の前記エネルギー貯蔵バッ
テリの前記関連パラメータとを前記電気エネルギーディスパッチ装置に送信するモニタリ
ングモジュール
　を更に備える、請求項１８に記載の基地局の電力管理装置。
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【請求項２０】
　前記エネルギー貯蔵バッテリの前記健全係数は、前記エネルギー貯蔵バッテリの健全度
（ＳＯＨ）に従って取得され、
　前記第１の基地局の前記サービスアイドル度係数は、前記第１の基地局の現在の負荷電
力の、前記第１の基地局の負荷電力の上限に対する比に従って取得され、
　前記第１の基地局に接続された前記送電網の前記安定性係数は、前記第１の基地局の稼
働期間内での前記送電網の電力障害持続期間の、前記第１の基地局の前記稼働期間に対す
る比に従って取得される、請求項１８又は１９に記載の基地局の電力管理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１４年５月２１日、中国特許庁に出願された「ＥＬＥＣＴＲＩＣ　ＥＮＥ
ＲＧＹ　ＤＩＳＰＡＴＣＨ　ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ，　ＡＮＤ　Ｐ
ＯＷＥＲ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ」と題す
る中国特許出願第２０１４１０２１６３１１．１号に対する優先権を主張し、当該出願は
その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明はモバイル通信分野に関し、特に、電気エネルギーディスパッチの方法及び装置
、並びに電力管理の方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　既存の送電網システムにおいては、送電網の電力供給が電気使用量のピークにある場合
、外部負荷による電気消費量が連続的に増大し、そのことは、送電網の負荷に影響を与え
、従って、送電網の動作に対して多大な影響を与える。送電網の電力供給が電気使用量の
低いレベルにある場合、送電網には十分な量の電気エネルギーが存在し、その十分な量の
電気エネルギーのリソースは利用されず、無駄になる。
【０００４】
　従来技術における解決法は、大型エネルギー貯蔵装置を発電システムとして構成すると
いうものである。送電網が電力供給のピークにある場合、エネルギー貯蔵装置は、送電網
システムに対する電気エネルギーの補償を行う。送電網が電力供給の低いレベルにある場
合、エネルギー貯蔵装置は、残りの電気エネルギーを送電網システムに伝達し貯蔵する。
　特許文献１　米国特許出願公開第２０１１／０１９９０５２号明細書
【０００５】
　しかしながら、大型エネルギー貯蔵装置を単独で構成することは、しばしば多額の投資
が必要となる。その上、当該エネルギー貯蔵装置は通常電気エネルギーを揚水貯蔵方式、
機械的エネルギー貯蔵方式、又は別の方式で送電網システムに伝達し貯蔵する。これらの
電気エネルギー伝達方式の変換効率は比較的低い。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の複数の実施形態は、電気エネルギーディスパッチの方法及び装置、並びに電力
管理の方法及び装置を提供する。これにより、基地局のエネルギー貯蔵バッテリが送電網
のエネルギー貯蔵コンテナとして使用され、コストが比較的低く、電気エネルギー伝達効
率が比較的高い。
【０００７】
　本発明の複数の実施形態の第１態様は電気エネルギーディスパッチ方法を提供する。当
該方法は、
　第１期間及び第２期間を電気エネルギーディスパッチ装置によって決定する段階と、
　第１のインジケーション情報を電気エネルギーディスパッチ装置によって少なくとも１
つの基地局に送信する段階であって、当該第１のインジケーション情報は、第１期間内に
、基地局に接続された送電網からの電気エネルギーを貯蔵するよう基地局のエネルギー貯
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蔵バッテリを制御すべく使用される、段階と、
　第２のインジケーション情報を電気エネルギーディスパッチ装置によって少なくとも１
つの基地局に送信する段階であって、当該第２のインジケーション情報は、第２期間内に
、基地局に接続された送電網に対する電気エネルギーの補償を行うよう基地局のエネルギ
ー貯蔵バッテリを制御すべく使用される、段階とを備える。
【０００８】
　本発明の複数の実施形態の第１態様を参照して、本発明の複数の実施形態の第１態様の
第１の実施方式において、第１期間及び第２期間を電気エネルギーディスパッチ装置によ
って取得する段階は、具体的に、
　送電網の予測負荷データを電気エネルギーディスパッチ装置によって送電網から取得す
る段階と、
　送電網の当該予測負荷データに従って、送電網の低負荷期間及びピーク負荷期間を電気
エネルギーディスパッチ装置によって決定する段階と、
　電気エネルギーディスパッチ装置によって、送電網の低負荷期間を第１期間として決定
し、送電網のピーク負荷期間を第２期間として決定する段階とを有する。
【０００９】
　本発明の複数の実施形態の第１態様を参照して、本発明の複数の実施形態の第１態様の
第２の実施方式において、第１期間及び第２期間を取得する段階は、具体的に、第１期間
及び第２期間の事前設定を電気エネルギーディスパッチ装置によって受信及び格納する段
階を有する。
【００１０】
　本発明の複数の実施形態の第１態様を参照して、本発明の複数の実施形態の第１態様の
第３の実施方式において、当該方法は更に、
　少なくとも１つの基地局の各々のエネルギー貯蔵バッテリのステータスを電気エネルギ
ー制御装置によって検出する段階を備え、
　第１のインジケーション情報を電気エネルギーディスパッチ装置によって少なくとも１
つの基地局に送信する段階は、具体的に、
　第１期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスが第１の事前設定条件を
満たす場合、第１のインジケーション情報を電気エネルギーディスパッチ装置によって基
地局に送信する段階を有し、
　第２のインジケーション情報を電気エネルギーディスパッチ装置によって少なくとも１
つの基地局に送信する段階は、具体的に、
　第２期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスが第２の事前設定条件を
満たす場合、第２のインジケーション情報を電気エネルギーディスパッチ装置によって基
地局に送信する段階を有する。
【００１１】
　本発明の複数の実施形態の第１態様の第３の実施方式を参照して、本発明の複数の実施
形態の第１態様の第４の実施方式において、第１期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッ
テリの電荷量が第１の事前設定値より小さい場合、第１期間の前の基地局のエネルギー貯
蔵バッテリのステータスは第１の事前設定条件を満たすと決定される。
【００１２】
　本発明の複数の実施形態の第１態様の第３の実施方式を参照して、本発明の複数の実施
形態の第１態様の第５の実施方式において、第２期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッ
テリの電荷量が第２の事前設定値より大きい場合、第２期間の前の基地局のエネルギー貯
蔵バッテリのステータスは第２の事前設定条件を満たすと決定される。
【００１３】
　本発明の複数の実施形態の第１態様を参照して、本発明の複数の実施形態の第１態様の
第６の実施方式において、第２のインジケーション情報を基地局に送信する段階の後、当
該方法は更に、
　基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスが第３の事前設定条件を満たす場合、第
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３のインジケーション情報を電気エネルギーディスパッチ装置によって基地局に送信する
段階を備え、当該第３のインジケーション情報は、送電網に対する電気エネルギーの補償
の実行を停止するよう基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御すべく使用される。
【００１４】
　本発明の複数の実施形態の第１態様の第６の実施方式を参照して、本発明の複数の実施
形態の第１態様の第７の実施方式において、当該方法は更に、
　基地局のエネルギー貯蔵バッテリの電荷量及び健全係数（ｈｅａｌｔｈ　ｃｏｅｆｆｉ
ｃｉｅｎｔ）と、基地局のサービスアイドル度係数（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｉｄｌｅｎｅｓｓ
　ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ）と、基地局に接続された送電網の安定性係数とを電気エネル
ギーディスパッチ装置によって取得する段階と、
　基地局のエネルギー貯蔵バッテリの電荷量及び健全係数と、基地局のサービスアイドル
度係数と、基地局に接続された送電網の安定性係数とに従って基地局のエネルギー貯蔵バ
ッテリの放電深度閾値を電気エネルギーディスパッチ装置によって計算する段階と、
　基地局の各々のエネルギー貯蔵バッテリの放電深度が放電深度閾値に達した場合、基地
局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスは第３の事前設定条件を満たすと電気エネルギ
ーディスパッチ装置によって決定する段階とを備える。
【００１５】
　本発明の複数の実施形態の第２態様は電気エネルギーディスパッチ装置を提供する。当
該装置は、
　第１期間及び第２期間を決定するよう構成された第１の決定モジュールと、
　第１のインジケーション情報を少なくとも１つの基地局に送信するよう構成された第１
の送信モジュールであって、当該第１のインジケーション情報は、第１期間内に、基地局
に接続された送電網からの電気エネルギーを貯蔵するよう基地局のエネルギー貯蔵バッテ
リを制御すべく使用される、第１の送信モジュールと、
　第２のインジケーション情報を少なくとも１つの基地局に送信するよう構成された第２
の送信モジュールであって、当該第２のインジケーション情報は、第２期間内に、基地局
に接続された送電網に対する電気エネルギーの補償を行うよう基地局のエネルギー貯蔵バ
ッテリを制御すべく使用される、第２の送信モジュールとを備える。
【００１６】
　本発明の複数の実施形態の第２態様を参照して、本発明の複数の実施形態の第２態様の
第１の実施方式において、当該第１の決定モジュールは、
　送電網の予測負荷データを送電網から取得するよう構成された第１の取得ユニットと、
　送電網の予測負荷データに従って送電網の低負荷期間及びピーク負荷期間を決定するよ
う構成された第１の決定ユニットと、
　送電網の低負荷期間を第１期間として決定し、送電網のピーク負荷期間を第２期間とし
て決定するよう構成された第２の決定ユニットとを有する。
【００１７】
　本発明の複数の実施形態の第２態様を参照して、本発明の複数の実施形態の第２態様の
第２の実施方式において、当該第１の決定モジュールは、
　第１期間及び第２期間の事前設定を受信及び格納するよう構成された受信ユニットを有
する。
【００１８】
　本発明の複数の実施形態の第２態様を参照して、本発明の複数の実施形態の第２態様の
第３の実施方式において、当該電気エネルギーディスパッチ装置は更に、
　少なくとも１つの基地局の各々のエネルギー貯蔵バッテリのステータスを検出するよう
構成された検出モジュールを備え、
　第１の送信モジュールは、具体的に、第１期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッテリ
のステータスが第１の事前設定条件を満たす場合、第１のインジケーション情報を基地局
に送信するよう構成されており、
　第２の送信モジュールは、具体的に、第２期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッテリ
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のステータスが第２の事前設定条件を満たす場合、第２のインジケーション情報を基地局
に送信するよう構成されている。
【００１９】
　本発明の複数の実施形態の第２態様の第３の実施方式を参照して、本発明の複数の実施
形態の第２態様の第４の実施方式において、当該第１の送信モジュールは更に、第１期間
の前の基地局のエネルギー貯蔵バッテリの電荷量が第１の事前設定値より小さい場合、第
１期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスは第１の事前設定条件を満た
すと決定するよう構成された第３の決定ユニットを有する。
【００２０】
　本発明の複数の実施形態の第２態様の第３の実施方式を参照して、本発明の複数の実施
形態の第２態様の第５の実施方式において、当該第２の送信モジュールは更に、第２期間
の前の基地局のエネルギー貯蔵バッテリの電荷量が第２の事前設定値より大きい場合、第
２期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスは第２の事前設定条件を満た
すと決定するよう構成された第４の決定ユニットを有する。
【００２１】
　本発明の複数の実施形態の第２態様を参照して、本発明の複数の実施形態の第２態様の
第６の実施方式において、当該電気エネルギーディスパッチ装置は更に、
　第２の送信モジュールが第２のインジケーション情報を基地局に送信した後、基地局の
エネルギー貯蔵バッテリのステータスが第３の事前設定条件を満たす場合、第３のインジ
ケーション情報を基地局に送信するよう構成された第３の送信モジュールを備え、当該第
３のインジケーション情報は、送電網に対する電気エネルギーの補償の実行を停止するよ
う基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御すべく使用される。
【００２２】
　本発明の複数の実施形態の第２態様の第６の実施方式を参照して、本発明の複数の実施
形態の第２態様の第７の実施方式において、当該電気エネルギーディスパッチ装置は、更
に、
　基地局のエネルギー貯蔵バッテリの電荷量及び健全係数と、基地局のサービスアイドル
度係数と、基地局に接続された送電網の安定性係数とを取得するよう構成された取得モジ
ュールと、
　基地局のエネルギー貯蔵バッテリの電荷量及び健全係数と、基地局のサービスアイドル
度係数と、基地局に接続された送電網の安定性係数とに従って、基地局のエネルギー貯蔵
バッテリの放電深度閾値を計算するよう構成された計算モジュールと、
　基地局の各々のエネルギー貯蔵バッテリの放電深度が放電深度閾値に達した場合、基地
局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスは第３の事前設定条件を満たすと電気エネルギ
ーディスパッチ装置によって決定するよう構成された第２の決定モジュールとを備える。
【００２３】
　本発明の複数の実施形態の第３態様は電力管理方法を提供する。当該方法は、
　第１のインジケーション情報及び第２のインジケーション情報を電力管理装置によって
電気エネルギーディスパッチ装置から受信する段階と、
　第１の基地局に接続された送電網から第１期間内に電気エネルギーを貯蔵するよう第１
の基地局のエネルギー貯蔵バッテリを第１のインジケーション情報に従って電力管理装置
によって制御する段階と、
　第１の基地局に接続された送電網に対して第２期間内に電気エネルギーの補償を行うよ
う第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリを第２のインジケーション情報に従って電力管
理装置によって制御する段階とを備える。
【００２４】
　本発明の複数の実施形態の第３態様を参照して本発明の複数の実施形態の第３態様の第
１の実施方式において、当該方法は更に、
　第１の基地局の負荷電力と、第１の基地局に接続された送電網の関連パラメータと、第
１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリの関連パラメータとを電力管理装置によってリアル



(10) JP 6400733 B2 2018.10.3

10

20

30

40

50

タイムにモニタリングし、第１の基地局の負荷電力と、第１の基地局に接続された送電網
の関連パラメータと、第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリの関連パラメータとを電気
エネルギーディスパッチ装置に送信する段階とを備える。
【００２５】
　本発明の複数の実施形態の第３態様を参照して、本発明の複数の実施形態の第３態様の
第２の実施方式において、第２のインジケーション情報を電力管理装置によって電気エネ
ルギーディスパッチ装置から受信する段階の後、当該方法は更に、
　第３のインジケーション情報を電力管理装置によって電気エネルギーディスパッチ装置
から更に受信する段階と、送電網に対する電気エネルギーの補償の実行を停止するよう第
１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリを第３のインジケーション情報に従って電力管理装
置によって制御する段階とを備える。
【００２６】
　本発明の複数の実施形態の第４態様は電力管理装置を提供する。当該システムは、
　第１のインジケーション情報及び第２のインジケーション情報を電気エネルギーディス
パッチ装置から受信するよう構成された第１の受信モジュールと、
　第１の基地局に接続された送電網から第１期間内に電気エネルギーを貯蔵するよう第１
の基地局のエネルギー貯蔵バッテリを第１のインジケーション情報に従って制御するよう
構成された第１の制御モジュールと、
　第１の基地局に接続された送電網に対して第２期間内に電気エネルギーの補償を行うよ
う第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリを第２のインジケーション情報に従って制御す
るよう構成された第２の制御モジュールとを備える。
【００２７】
　本発明の複数の実施形態の第４態様を参照して、本発明の複数の実施形態の第４態様の
第１の実施方式において、当該電力管理装置は更に、
　第１の基地局の負荷電力と、第１の基地局に接続された送電網の関連パラメータと、第
１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリの関連パラメータとをリアルタイムでモニタリング
し、第１の基地局の負荷電力と、第１の基地局に接続された送電網の関連パラメータと、
第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリの関連パラメータとを電気エネルギーディスパッ
チ装置に送信するよう構成されたモニタリングモジュールを備える。
【００２８】
　本発明の複数の実施形態の第４態様を参照して、本発明の複数の実施形態の第４態様の
第２の実施方式において、当該電力管理装置は更に、
　第３のインジケーション情報を電気エネルギーディスパッチ装置から受信するよう構成
された第２の受信モジュールと、
　送電網に対する電気エネルギーの補償の実行を停止するよう第１の基地局のエネルギー
貯蔵バッテリを第３のインジケーション情報に従って制御するよう構成された第３の制御
モジュールとを備える。
【００２９】
　本発明の複数の実施形態が以下の利点を有することが先述の技術的解決法から分かる。
【００３０】
　本発明の複数の実施形態において、電気エネルギーディスパッチ装置は、第１期間及び
第２期間の両方を決定し、電気エネルギーディスパッチ装置に接続された少なくとも１つ
の基地局のエネルギー貯蔵バッテリを第１期間内でエネルギー貯蔵コンテナとして使用し
、送電網の電気エネルギーをエネルギー貯蔵コンテナに伝達して貯蔵し、送電網に対して
第２期間内に電気エネルギーの補償を行うようエネルギー貯蔵コンテナを使用する。既存
の各基地局にはエネルギー貯蔵バッテリが備えられているので、各基地局のエネルギー貯
蔵バッテリを送電網のエネルギー貯蔵装置として使用することにより、余分な投資を必要
とせず、基地局のエネルギー貯蔵バッテリの利用価値が向上する。その上、送電網と各基
地局のエネルギー貯蔵バッテリとの間の電気エネルギー伝達効率が比較的高く、このこと
により、伝達プロセス中の比較的大きな電気エネルギーの損失に起因する電気エネルギー
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の無駄をなくす。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明に係る電気エネルギーディスパッチ方法の一実施形態のフローチャートで
ある。
【００３２】
【図２】本発明に係る電気エネルギーディスパッチ方法の別の実施形態のフローチャート
である。
【００３３】
【図３】本発明に係る電気エネルギーディスパッチ方法の別の実施形態のフローチャート
である。
【００３４】
【図４】本発明に係る電気エネルギーディスパッチ方法の別の実施形態のフローチャート
である。
【００３５】
【図５】本発明に係る電気エネルギーディスパッチ装置の一実施形態の概略構造図である
。
【００３６】
【図６】本発明に係る電気エネルギーディスパッチ装置の別の実施形態の概略構造図であ
る。
【００３７】
【図７】本発明に係る電気エネルギーディスパッチ装置の別の実施形態の概略構造図であ
る。
【００３８】
【図８】本発明に係る電気エネルギーディスパッチ装置の別の実施形態の概略構造図であ
る。
【００３９】
【図９】本発明に係る電力管理方法の一実施形態のフローチャートである。
【００４０】
【図１０】本発明に係る電力管理装置の一実施形態の概略構造図である。
【００４１】
【図１１】本発明の一実施形態に係る電気エネルギーディスパッチプラットフォームの概
略図である。
【００４２】
【図１２】本発明の一実施形態に係る電気エネルギーディスパッチプラットフォームの内
部の構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　本発明の複数の実施形態は、電気エネルギーディスパッチの方法及び装置、並びに電力
管理の方法及び装置を提供する。これにより、基地局のエネルギー貯蔵バッテリが送電網
のエネルギー貯蔵コンテナとして使用され、コストが比較的低く、電気エネルギー伝達効
率が比較的高い。
【００４４】
　当業者が本発明の技術的解決法をより良く理解できるように、本発明の複数の実施形態
における添付図面を参照して本発明の複数の実施形態の技術的解決法を以下で明確かつ完
全に説明する。説明される実施形態が、本発明の複数の実施形態の全てではなく、単に一
部に過ぎないことは明らかである。創造努力なく本発明の複数の実施形態に基づいて当業
者によって得られる他の全ての実施形態は、本発明の保護範囲内に含まれるものである。
【００４５】
　本発明の明細書、特許請求の範囲、及び添付図面において、「第１」、「第２」、「第
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３」、「第４」等の用語（それらがもし存在する場合）は、同様の対象物間で区別をする
ことが意図されているが、必ずしも特定の順番又は順序を示しているわけではない。その
ようなやり方で称されるデータは適切な状況においては置き換え可能であり、これにより
、本明細書において説明される本発明の複数の実施形態は、本明細書において示された、
又は説明された順序ではない順序で実施され得ることが理解されるべきである。更に、「
含む」、「含有する」、及び他のあらゆる異形の用語は、非排他的含有を含むことを意味
する。例えば、複数の段階又は複数のユニットのリストを含むプロセス、方法、システム
、製品、又はデバイスは必ずしもそれらのユニットに限定されるわけではなく、明示的に
列挙されない、又はそのようなプロセス、方法、製品、若しくはデバイスに固有の他のユ
ニットを含んでよい。
【００４６】
　図１を参照すると、本発明の一実施形態における電気エネルギーディスパッチ方法は以
下を備える。
【００４７】
　１０１：電気エネルギーディスパッチ装置が第１期間及び第２期間を決定する。
【００４８】
　通信システムにおいて、各基地局にはエネルギー貯蔵バッテリが備えられており、当該
エネルギー貯蔵バッテリは、停電中に基地局に電力を供給して基地局の正常な稼働を保証
し、電力が正常に基地局に供給される場合、基地局に接続された送電網からの電気エネル
ギーを貯蔵して、次の停電中に電気エネルギーを基地局に供給すべく使用される。
【００４９】
　電力システムにおいて、送電網は、発電ステーションによる変換によって生成された電
気エネルギーを各電気負荷に送り分配する。単位時間当たりに発電ステーションによる変
換によって生成される電気エネルギーが一定である一方、各電気負荷の電気消費量は期間
が異なれば異なる。いくつかの期間内においては、各電気負荷の電気消費量は比較的大き
く、送電網によって供給され得る電気量を超過することさえある。総電気消費量が、（上
限と称される）特定の値を超過する期間は、送電網のピーク負荷期間と称される。いくつ
かの期間内においては、各電気負荷の電気消費量は比較的小さく、大量の電気が送電網に
残っている。総電気消費量が（下限と称される）特定の値より小さい期間は、送電網の低
負荷期間と称される。異なる領域においては、送電網のピーク負荷期間及び低負荷期間は
必ずしも同一ではなく、送電網がピーク負荷期間及び低負荷期間に達したことを定義すべ
く使用される上限及び下限は必ずしも同一ではないことが留意されるべきである。
【００５０】
　本実施形態では、電気エネルギーディスパッチ装置は少なくとも１つの基地局の予備バ
ッテリを管理して、送電網からの電気エネルギーを貯蔵し、送電網に対する電気エネルギ
ーの補償を行うよう基地局の各々の予備バッテリを制御する。第１期間とは、電気エネル
ギーディスパッチ装置が、基地局に接続された送電網からの電気エネルギーを貯蔵するよ
う各基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御する期間であり、第２期間とは、電気エネル
ギーディスパッチ装置が、基地局に接続された送電網に対する電気エネルギーの補償を行
うよう各基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御する期間である。
【００５１】
　低負荷期間内において、送電網には大量の電気が残っているので、リソースをより最大
限に利用すべく、この実施形態においては、第１期間は少なくとも部分的に低負荷期間と
一致するのが好ましい。ピーク負荷期間内では、送電網には比較的大きな圧力がかかって
おり、送電網に更なる圧力をもたらさないようにすべく、この実施形態においては、第２
期間は少なくとも部分的にピーク負荷期間と一致するのが好ましい。上記の説明は単に例
であるに過ぎず、限定はされないことは言うまでもない。電気エネルギーディスパッチ装
置は、実際の特定の状況に従って、他の複数の期間を第１期間及び第２期間として決定し
てよい。
【００５２】
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　１０２：電気エネルギーディスパッチ装置が、第１のインジケーション情報を少なくと
も１つの基地局に送信する。当該第１のインジケーション情報は、第１期間内に、基地局
に接続された送電網からの電気エネルギーを貯蔵するよう基地局のエネルギー貯蔵バッテ
リを制御すべく使用される。
【００５３】
　電気エネルギーディスパッチ装置は、第１のインジケーション情報を基地局に送信して
、基地局に接続された送電網から第１期間内に電気エネルギーを貯蔵するよう基地局のエ
ネルギー貯蔵バッテリを制御する。第１のインジケーション情報を受信する基地局のエネ
ルギー貯蔵バッテリは、電気エネルギーの貯蔵を開始する。
【００５４】
　１０３：電気エネルギーディスパッチ装置が第２のインジケーション情報を少なくとも
１つの基地局に送信する。当該第２のインジケーション情報は、第２期間内に、基地局に
接続された送電網に対する電気エネルギーの補償を行うよう基地局のエネルギー貯蔵バッ
テリを制御すべく使用される。
【００５５】
　電気エネルギーディスパッチ装置は第２のインジケーション情報を基地局に送信して、
第２期間内に、基地局に接続された送電網に対する電気エネルギーの補償を行うよう基地
局のエネルギー貯蔵バッテリを制御する。第２のインジケーション情報を受信する基地局
のエネルギー貯蔵バッテリは、送電網に対する電気エネルギーの補償の実行を開始する。
【００５６】
　本発明のこの実施形態において、電気エネルギーディスパッチ装置は、第１期間及び第
２期間の両方を決定し、第１期間内では、電気エネルギーディスパッチ装置に接続された
少なくとも１つの基地局のエネルギー貯蔵バッテリをエネルギー貯蔵コンテナとして使用
し、送電網の電気エネルギーをエネルギー貯蔵コンテナに伝達して貯蔵し、第２期間内で
は、送電網に対して電気エネルギーの補償を行うべくエネルギー貯蔵コンテナを使用する
。既存の各基地局にはエネルギー貯蔵バッテリが備えられているので、各基地局のエネル
ギー貯蔵バッテリを送電網のエネルギー貯蔵装置として使用することにより、余分な投資
を必要とせず、基地局のエネルギー貯蔵バッテリの利用価値が向上する。その上、送電網
と、各基地局のエネルギー貯蔵バッテリとの間の電気エネルギー伝達効率は比較的高く、
このことは、伝達プロセス中の比較的大きな電気エネルギーの損失による電気エネルギー
の無駄をなくす。
【００５７】
　先述の実施形態において、電気エネルギーディスパッチ装置は、第１期間及び第２期間
を決定する必要がある。実際の適用では、電気エネルギーディスパッチ装置は複数の方式
で第１期間及び第２期間を決定してよい。本発明の一実施形態における電気エネルギーデ
ィスパッチ方法が以下で説明される。図２を参照すると、本発明の別の実施形態における
電気エネルギーディスパッチ方法は以下の段階を備える。
【００５８】
　２０１：電気エネルギーディスパッチ装置が、送電網から送電網の予測負荷データを取
得する。
【００５９】
　電気エネルギーディスパッチ装置は、送電網の送電網ディスパッチシステム又は送電網
サーバから送電網の予測負荷データを取得してよい。言うまでもなく、実際の適用では、
電気エネルギーディスパッチ装置は別の場所から送電網の予測負荷データを取得してよく
、このことは本明細書においては限定されない。予測負荷データとは、送電網の過去の負
荷変化に従って将来の期間のためになされた負荷の予測であり、送電網の負荷が、将来の
期間内で経時的にどのように変化するかについてのルールを反映している。具体的に、電
気エネルギーディスパッチ装置によって取得された予測負荷データは、日毎に予測される
負荷データ、月毎に予測される負荷データ、四半期毎に予測される負荷データ、又は、年
毎に予測されるデータを含んでよい。
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【００６０】
　送電網の予測負荷データは連続的に更新されるので、電気エネルギーディスパッチ装置
は、事前設定された時間間隔で、又は事前設定された時点で送電網の予測負荷データを再
取得して、取得された予測負荷データを更新するのが好ましい。言うまでもなく、送電網
の負荷が経時的にどのように変化するかについてのルールは通常大きく変動することはな
いので、実際の適用では、電気エネルギーディスパッチ装置は予測負荷データを更新しな
くてもよく、このことは本明細書においては限定されない。
【００６１】
　２０２：電気エネルギーディスパッチ装置が、送電網の予測負荷データに従って送電網
の低負荷期間及びピーク負荷期間を決定する。
【００６２】
　送電網の予測負荷データは、送電網の負荷が将来の期間内で経時的にどのように変化す
るかについてのルールを反映しているので、電気エネルギーディスパッチ装置は当該ルー
ルに従って送電網の低負荷期間及びピーク負荷期間を決定してよい。実際の適用において
、送電網は、送電網の負荷が特定の値より小さい期間が低負荷期間であり、送電網の負荷
が特定の値より高い期間がピーク負荷期間であると既に定義している。電気エネルギーデ
ィスパッチ装置は、直接的に送電網による定義に従って送電網の低負荷期間及びピーク負
荷期間を決定してよい。或いは、電気エネルギーディスパッチ装置は、送電網の負荷が特
定の値より小さい期間が低負荷期間であり、送電網の負荷が特定の値より高い期間がピー
ク負荷期間と定義し、電気エネルギーディスパッチ装置による定義に従って送電網の低負
荷期間及びピーク負荷期間を決定してよい。
【００６３】
　２０３：電気エネルギーディスパッチ装置が、送電網の低負荷期間を第１期間として決
定し、送電網のピーク負荷期間を第２期間として決定する。
【００６４】
　送電網の低負荷期間及びピーク負荷期間の決定後、電気エネルギーディスパッチ装置は
、低負荷期間を第１期間として決定して、送電網からの電気エネルギーを貯蔵するよう基
地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御し、ピーク負荷期間を第２期間として決定して、送
電網に対する電気エネルギーの補償を行うよう基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御す
る。
【００６５】
　２０４：電気エネルギーディスパッチ装置が、第１のインジケーション情報を基地局に
送信する。当該第１のインジケーション情報は、基地局に接続された送電網から第１期間
内に電気エネルギーを貯蔵するよう基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御すべく使用さ
れる。
【００６６】
　詳細な説明については、図１に示された実施形態の段階１０２の説明を参照されたい。
【００６７】
　２０５：電気エネルギーディスパッチ装置が、第２のインジケーション情報を基地局に
送信する。当該第２のインジケーション情報は、第２期間内に、基地局に接続された送電
網に対する電気エネルギーの補償を行うよう基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御すべ
く使用される。
【００６８】
　詳細な説明については、図１に示された実施形態の段階１０３の説明を参照されたい。
【００６９】
　本発明のこの実施形態において、電気エネルギーディスパッチ装置は、送電網から送電
網の予測負荷データを取得し、当該データに従って、各基地局のエネルギー貯蔵バッテリ
が送電網からの電気エネルギーを貯蔵する期間が送電網の低負荷期間であり、各基地局の
エネルギー貯蔵バッテリが送電網に対する電気エネルギーの補償を行う期間が送電網のピ
ーク負荷期間であると決定する。このように、電気エネルギーディスパッチ装置は、電気
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エネルギーディスパッチ装置に接続された少なくとも１つの基地局のエネルギー貯蔵バッ
テリをエネルギー貯蔵コンテナとして使用し、送電網の低負荷期間内に送電網の電気エネ
ルギーをエネルギー貯蔵コンテナに伝達し貯蔵し、これにより、エネルギー貯蔵コンテナ
に貯蔵された電気エネルギーは、送電網のピーク負荷期間内に使用され得、このことは、
ピーク負荷期間内に送電網の圧力を低減させ、送電網の低負荷期間内の電気エネルギーリ
ソースを最大限に利用し得る。
【００７０】
　この実施形態において、電気エネルギーディスパッチ装置は、段階２０１から段階２０
３を用いて第１期間及び第２期間を取得する。実際の適用では、送電網の予測負荷データ
において、送電網の負荷が経時的にどのように変化するかについてのルールは、極めて明
らかであり、極めて長期間にわたり安定したままである。従って、代替的に、電気エネル
ギーディスパッチ装置は、段階２０１及び段階２０３を用いて第１期間及び第２期間を取
得しなくてよいが、第１期間及び第２期間の事前設定を受信及び格納する。
【００７１】
　具体的に、例えば、稼働日において、午前９：００から１２：００、及び午後１４：０
０から１８：００が通常、送電網のピーク負荷期間であり、晩の２２：００から６：００
が通常、送電網の低負荷期間である。従って、電気エネルギーディスパッチ装置において
、第１期間は稼働日の晩の２２：００から６：００であり、第２期間は稼働日の午前９：
００から１２：００及び／又は午後１４：００から１８：００であると事前設定されてよ
い。第１期間及び第２期間の上記の説明は単に例であるに過ぎず、限定はされないことは
言うまでもない。
【００７２】
　更に、実際の適用では、第１期間及び第２期間は、送電網の低負荷期間及びピーク負荷
期間に従って事前設定されなくてよいが、第１期間及び第２期間は、別の実際の要件に従
って事前設定され、このことは本明細書においては限定されない。
【００７３】
　電気エネルギーディスパッチ装置は、第１期間及び第２期間の事前設定を受信及び格納
し、必要なときに格納場所から第１期間及び第２期間を呼び出す。
【００７４】
　実際の適用では、送電網からの電気エネルギーを貯蔵するよう、又は送電網に対する電
気エネルギーの補償を行うよう、電気エネルギーディスパッチ装置が各基地局のエネルギ
ー貯蔵バッテリを制御する場合、各基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスは、送
電網からの電気エネルギーを貯蔵するのに、又は、送電網に対する電気エネルギーの補償
を行うのに好適ではないことがある。従って、本発明の複数の実施形態においては、各基
地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスもまた検出されるのが好ましい。本発明の一
実施形態における電気エネルギーディスパッチ方法が以下で説明される。図３を参照して
、本発明の別の実施形態における電気エネルギーディスパッチ方法は以下の段階を備える
。
【００７５】
　３０１：電気エネルギーディスパッチ装置が、第１期間及び第２期間を決定する。
【００７６】
　詳細な説明については、図１に示された実施形態の段階１０１の説明を参照されたい。
【００７７】
　３０２：電気エネルギーディスパッチ装置が、少なくとも１つの基地局の各々のエネル
ギー貯蔵バッテリの、第１期間の前及び第２期間の前のそれぞれで状態を検出する。
【００７８】
　実際の適用では、バッテリはいつでも任意に電気エネルギーを貯蔵したり、送電網に対
する電気エネルギーの補償を行ったりすることはできないので、例えば、バッテリレベル
が０である場合、バッテリは送電網に対する電気エネルギーの補償を行うことができず、
バッテリレベルがフルである場合、バッテリは電気エネルギーを貯蔵できない。或いは、
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実際の適用では、電気エネルギーの貯蔵、及びバッテリによる送電網に対する電気エネル
ギーの補償の実行は、異なる適用ケースにおいては特定の条件を満たす必要がある。
【００７９】
　従って、この実施形態において、第１期間又は第２期間を決定した後、及び、第１期間
内に電気エネルギーを貯蔵するよう、又は送電網に対して第２期間内に電気エネルギーの
補償を行うよう、管理された基地局の各々を制御する前に、電気エネルギーディスパッチ
装置は更に、各基地局のエネルギー貯蔵バッテリの、第１期間の前及び第２期間の前のそ
れぞれで状態を検出する必要があり、次に、エネルギー貯蔵バッテリのステータスに従っ
て、送電網からの電気エネルギーを貯蔵するか、又は、送電網に対する電気エネルギーの
補償を行うかを決定する。エネルギー貯蔵バッテリのステータスは特定の期間内では比較
的安定しているので、電気エネルギーディスパッチ装置は、具体的に、第１期間又は第２
期間の前の事前設定された時間内においてエネルギー貯蔵バッテリを検出してよい。ここ
で、事前設定された時間の特定の値は限定されない。
【００８０】
　３０３：第１期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスが第１の事前設
定条件を満たす場合、電気エネルギーディスパッチ装置は、第１のインジケーション情報
を基地局に送信する。当該第１のインジケーション情報は、第１期間内に、基地局に接続
された送電網からの電気エネルギーを貯蔵するよう基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制
御すべく使用される。
【００８１】
　第１の事前設定条件の設定については複数の方式があってよい。例えば、基地局のエネ
ルギー貯蔵バッテリのバッテリ健全係数が第３の事前設定値より大きい場合、エネルギー
貯蔵バッテリのステータスは第１の事前設定条件を満たす。或いは、基地局のエネルギー
貯蔵バッテリの電荷量が第１の事前設定値より小さい場合、エネルギー貯蔵バッテリのス
テータスは第１の事前設定条件を満たす。第１の事前設定条件の上記の説明が、単に例で
あるに過ぎず、限定はされないことは言うまでもない。
【００８２】
　第１期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスが第１の事前設定条件を
満たすと決定した後、電気エネルギーディスパッチ装置は第１のインジケーション情報を
基地局に送信して、基地局に接続された送電網から第１期間内に電気エネルギーを貯蔵す
るよう基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御する。第１のインジケーション情報を受信
する基地局のエネルギー貯蔵バッテリは電気エネルギーの貯蔵を開始する。
【００８３】
　３０４：第２期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスが第２の事前設
定条件を満たす場合、電気エネルギーディスパッチ装置は第２のインジケーション情報を
基地局に送信する。当該第２のインジケーション情報は、第２期間内に、基地局に接続さ
れた送電網に対する電気エネルギーの補償を行うよう基地局のエネルギー貯蔵バッテリを
制御すべく使用される。
【００８４】
　第２の事前設定条件の設定については、複数の方式があってよい。例えば、基地局のエ
ネルギー貯蔵バッテリのバッテリ健全係数が第４の事前設定値より大きい場合、エネルギ
ー貯蔵バッテリのステータスは第２の事前設定条件を満たす。或いは、基地局のエネルギ
ー貯蔵バッテリの電荷量が第２の事前設定値より大きい場合、エネルギー貯蔵バッテリの
ステータスは第２の事前設定条件を満たす。第２の事前設定条件の上記の説明が、単に例
であるに過ぎず、限定はされないことは言うまでもない。
【００８５】
　第２期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスが第２の事前設定条件を
満たすと決定した後、電気エネルギーディスパッチ装置は第２のインジケーション情報を
基地局に送信して、第２期間内に、基地局に接続された送電網に対する電気エネルギーの
補償を行うよう基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御する。第２のインジケーション情
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報を受信する基地局のエネルギー貯蔵バッテリは、送電網に対する電気エネルギーの補償
の実行を開始する。
【００８６】
　本発明のこの実施形態において、電気エネルギーディスパッチ装置は、まず各基地局の
エネルギー貯蔵バッテリのステータスを検出し、第１期間及び第２期間の前の各基地局の
エネルギー貯蔵バッテリの状態がそれぞれ事前設定された条件を満たす場合、電気エネル
ギーを貯蔵するよう、及び電気エネルギー放出するよう各エネルギー貯蔵バッテリを制御
し、それにより、各基地局のエネルギー貯蔵バッテリの安全な作動を保証する。
【００８７】
　先述の複数の実施形態において、電気エネルギーディスパッチ装置は第２のインジケー
ション情報を基地局に送信して、送電網に対して基地局について第２期間内に電気エネル
ギーの補償を行うよう基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御する。実際の適用では、各
基地局のエネルギー貯蔵バッテリが、停電中、基地局に確実さを提供できることを保証す
べく、各基地局のエネルギー貯蔵バッテリが送電網に対して第２期間内に電気エネルギー
の補償を行う場合、エネルギー貯蔵バッテリは、エネルギー貯蔵バッテリの電気が完全に
放電するまで電気エネルギーの補償を停止しないが、いくらかの電気は残存する。本発明
の電気エネルギーディスパッチ方法は、具体的な実施形態を使用することによって以下で
説明される。図４を参照して、本発明の別の実施形態における電気エネルギーディスパッ
チ方法は以下の段階を備える。
【００８８】
　４０１：電気エネルギーディスパッチ装置が第１期間及び第２期間を決定する。
【００８９】
　詳細な説明については、図１に示された実施形態の段階１０１の説明を参照されたい。
【００９０】
　４０２：電気エネルギーディスパッチ装置が第１のインジケーション情報を基地局に送
信する。当該第１のインジケーション情報は、第１期間内に、基地局に接続された送電網
からの電気エネルギーを貯蔵するよう基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御すべく使用
される。
【００９１】
　詳細な説明については、図１に示された実施形態の段階１０２の説明を参照されたい。
【００９２】
　４０３：電気エネルギーディスパッチ装置が第２のインジケーション情報を基地局に送
信する。当該第２のインジケーション情報は、第２期間内に、基地局に接続された送電網
に対する電気エネルギーの補償を行うよう基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御すべく
使用される。
【００９３】
　詳細な説明については、図１に示された実施形態の段階１０３の説明を参照されたい。
【００９４】
　４０４：基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスが第３の事前設定条件を満たす
場合、電気エネルギーディスパッチ装置は第３のインジケーション情報を基地局に送信す
る。当該第３のインジケーション情報は、送電網に対する電気エネルギーの補償の実行を
停止するよう基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御すべく使用される。
【００９５】
　少なくとも第２期間内において、電気エネルギーディスパッチ装置は、基地局のエネル
ギー貯蔵バッテリをモニタリングし続ける。基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータ
スが第３の事前設定条件を満たすと検出した場合、電気エネルギーディスパッチ装置は、
基地局のエネルギー貯蔵バッテリに、送電網に対する電気エネルギーの補償の実行を停止
するよう命令する。第３の事前設定条件は複数の方式で設定されてよい。例えば、停電中
の基地局の正常稼働を保証すべく、事前設定された電気量が基地局のエネルギー貯蔵バッ
テリに残存する。基地局のエネルギー貯蔵バッテリの電荷量が事前設定された電気量より
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小さい場合、基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスは第３の事前設定条件を満た
すと決定される。
【００９６】
　実際の適用では、第３の事前設定条件は別の方式で決定されてよい。具体的に、例えば
、この実施形態では、電気エネルギーディスパッチ装置は更に、基地局のエネルギー貯蔵
バッテリの電荷量及び健全係数、基地局のサービスアイドル度係数、及び基地局に接続さ
れた送電網の安定性係数を取得する。
【００９７】
　電気エネルギーディスパッチ装置は、第２期間に入るとき、又は、第２期間に入る前の
事前設定された期間内においてデータを取得してよい。基地局のエネルギー貯蔵バッテリ
の健全係数は、エネルギー貯蔵バッテリの健全度ＳＯＨの状態に従って取得されてよい。
具体的に、例えば、エネルギー貯蔵バッテリの健全度ＳＯＨが７０％より大きいか又はそ
れと等しい場合、エネルギー貯蔵バッテリの健全係数値は１である。エネルギー貯蔵バッ
テリの健全度ＳＯＨが７０％より小さい場合、エネルギー貯蔵バッテリの健全係数値は０
である。言うまでもなく、エネルギー貯蔵バッテリの健全度ＳＯＨと健全係数値との間の
対応関係は、別の対応関係であってよく、このことは本明細書においては限定されない。
或いは、エネルギー貯蔵バッテリの健全係数はエネルギー貯蔵バッテリの別の係数を使用
することによって決定されてよく、このことは本明細書においては限定されない。或いは
、実際の適用では、エネルギー貯蔵バッテリの健全係数は、エネルギー貯蔵バッテリの電
圧、電流、内部抵抗、又はバッテリ温度などの別のパラメータに従って決定されてよく、
このことは本明細書においては限定されない。
【００９８】
　基地局のサービスアイドル度係数は、基地局の負荷電力比に従って取得されてよい。当
該基地局の負荷電力比とは、基地局の現在の負荷電力の、基地局の負荷電力の上限に対す
る比である。具体的に、例えば、基地局が大量のサービスを有する場合、基地局の負荷電
力比は８０％より大きいか又はそれと等しく、基地局のサービスアイドル度係数値は０で
あると定義される。基地局が正常量のサービスを有する場合、基地局の負荷電力比は８０
％より小さく、５０パーセントより大きく、基地局のサービスアイドル度係数値は０．５
であると定義される。基地局が少量のサービスを有する場合、基地局の負荷電力比は５０
％より小さいか又はそれに等しく、基地局のサービスアイドル度係数値は１であると定義
される。言うまでもなく、基地局の負荷電力比と、基地局のサービスアイドル度係数との
間の対応関係は、別の対応関係であってよく、このことは本明細書においては限定されな
い。
【００９９】
　基地局に接続された送電網の安定性係数は基地局の稼働期間内での送電網の電力障害持
続期間を使用して取得されてよい。具体的に、例えば、基地局の稼働期間内での送電網の
電力障害持続期間の、基地局の稼働期間に対する比が５０％より大きいか又はそれと等し
い場合、送電網の安定性係数値は０である。当該比が５０％より小さく、２５％より大き
い場合、送電網の安定性係数値は０．５である。当該比が、２５％より小さいか又はそれ
に等しい場合、送電網の安定性係数値は１である。言うまでもなく、基地局の稼働期間内
での送電網の電力障害持続期間の、基地局の稼働期間に対する比と、基地局に接続された
送電網の安定性係数との間の対応関係は別の対応関係であってよく、このことは本明細書
においては限定されない。或いは、基地局に接続された送電網の安定性係数は、送電網の
電圧、電流、又は電力などの別のパラメータに従って計算されてよく、このことは本明細
書においては限定されない。
【０１００】
　各基地局のエネルギー貯蔵バッテリの電荷量及び健全係数と、基地局のサービスアイド
ル度係数と、基地局に接続された送電網の安定性係数との取得後、電気エネルギーディス
パッチ装置は、エネルギー貯蔵バッテリの電荷量と当該３つの係数とに従って基地局のエ
ネルギー貯蔵バッテリの放電深度閾値を計算する。
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【０１０１】
　具体的に、例えば、４つの値：各基地局のエネルギー貯蔵バッテリの電荷量及び健全係
数と、基地局のサービスアイドル度係数と、基地局に接続された送電網の安定性係数との
積が基地局の放電深度閾値として使用されてよい。言うまでもなく、代替的に、実際の適
用では、４つの値に対して別の演算が実行されてよく、例えば、各基地局のエネルギー貯
蔵バッテリの健全係数、基地局のサービスアイドル度係数、及び基地局に接続された送電
網の安定性係数の重み値の積がまず計算され、次に、基地局のエネルギー貯蔵バッテリの
電荷量と当該重み値の積との積が基地局の放電深度閾値として使用されてよい。当該計算
についての上記の説明は単に例であるに過ぎず、限定はされない。
【０１０２】
　理解し易くするために、この実施形態の電気エネルギーディスパッチ方法は、実際の適
用シナリオを使用して以下で説明される。
【０１０３】
　電気エネルギーディスパッチ装置は、送電網から週毎に予測される送電網の負荷データ
を取得する。日毎に予測される送電網の負荷データにおいては、送電網によるピーク負荷
期間及び低負荷期間の定義に従って、電気エネルギーディスパッチ装置は毎晩２２：００
‐６：００が送電網の低負荷期間であると決定し、当該低負荷期間を第１期間として決定
する。電気エネルギーディスパッチ装置は、毎朝１０：００‐１２：００及び毎午後１５
：００‐１８：００が送電網のピーク負荷期間であるとして決定し、当該ピーク負荷期間
を第２期間として決定する。
【０１０４】
　電気エネルギーディスパッチ装置は、同一領域内に位置する２０の基地局と同時に通信
し、第１期間の５分前（つまり、毎日２１：５５から２２：００）、及び第２期間の５分
前（つまり、毎日９：５５から１０：００及び１４：５５から１５：００）に当該２０の
基地局のそれぞれのエネルギー貯蔵バッテリの状態を検出する。２０の基地局の各基地局
のエネルギー貯蔵バッテリのステータスが、第１期間前の５分以内の電荷量が第１の事前
設定された電気量より小さいということを満たすと検出した場合、電気エネルギーディス
パッチ装置は、第１のインジケーション情報を、当該条件を満たす基地局に送信する。当
該第１のインジケーション情報は、第１期間内に、基地局に接続された送電網からの電気
エネルギーを貯蔵するよう基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御すべく使用される。２
０の基地局の各基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスが、第２期間前の５分以内
の電荷量が第２の事前設定された電気量より大きいということを満たすと検出した場合、
電気エネルギーディスパッチ装置は第２のインジケーション情報を、当該条件を満たす基
地局に送信する。当該第２のインジケーション情報は、第２期間内に、基地局に接続され
た送電網に対する電気エネルギーの補償を行うよう基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制
御すべく使用される。
【０１０５】
　本発明の複数の実施形態における電気エネルギーディスパッチ方法は上述されており、
以下で本発明の一実施形態における電気エネルギーディスパッチ装置が説明される。図５
を参照すると、本発明の電気エネルギーディスパッチ装置５００の一実施形態は、
　第１期間及び第２期間を決定するよう構成された第１の決定モジュール５０１と、
　第１のインジケーション情報を少なくとも１つの基地局に送信するよう構成された第１
の送信モジュール５０２であって、当該第１のインジケーション情報は、第１期間内に、
基地局に接続された送電網からの電気エネルギーを貯蔵するよう基地局のエネルギー貯蔵
バッテリを制御すべく使用される、第１の送信モジュール５０２と、
　第２のインジケーション情報を少なくとも１つの基地局に送信するよう構成された第２
の送信モジュール５０３であって、当該第２のインジケーション情報は、第２期間内に、
基地局に接続された送電網に対する電気エネルギーの補償を行うよう基地局のエネルギー
貯蔵バッテリを制御すべく使用される、第２の送信モジュール５０３とを備える。
【０１０６】
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　本発明のこの実施形態において、電気エネルギーディスパッチ装置は、第１期間及び第
２期間の両方を決定し、電気エネルギーディスパッチ装置に接続された少なくとも１つの
基地局のエネルギー貯蔵バッテリを第１期間内でエネルギー貯蔵コンテナとして使用し、
送電網の電気エネルギーをエネルギー貯蔵コンテナに伝達して貯蔵し、送電網に対して第
２期間内に電気エネルギーの補償を行うべくエネルギー貯蔵コンテナを使用する。既存の
各基地局にはエネルギー貯蔵バッテリが備えられているので、各基地局のエネルギー貯蔵
バッテリを送電網のエネルギー貯蔵装置として使用することにより、余分な投資を必要と
せず、基地局のエネルギー貯蔵バッテリの利用価値が向上する。その上、送電網と各基地
局のエネルギー貯蔵バッテリとの間の電気エネルギー伝達効率は比較的高く、このことは
、伝達プロセス中の比較的大きな電気エネルギーの損失による電気エネルギーの無駄をな
くす。
【０１０７】
　先述の実施形態において、電気エネルギーディスパッチ装置は、第１期間及び第２期間
を決定する必要がある。実際の適用では、電気エネルギーディスパッチ装置は、複数の方
式で第１期間及び第２期間を決定してよい。本発明の一実施形態における電気エネルギー
ディスパッチ装置が以下で説明される。図６を参照して、本発明における電気エネルギー
ディスパッチ装置６００の別の実施形態は、
　第１期間及び第２期間を決定するよう構成された第１の決定モジュール６０１と、
　第１のインジケーション情報を少なくとも１つの基地局に送信するよう構成された第１
の送信モジュール６０２であって、当該第１のインジケーション情報は、第１期間内に、
基地局に接続された送電網からの電気エネルギーを貯蔵するよう基地局のエネルギー貯蔵
バッテリを制御すべく使用される、第１の送信モジュール６０２と、
　第２のインジケーション情報を少なくとも１つの基地局に送信するよう構成された第２
の送信モジュール６０３であって、当該第２のインジケーション情報は、第２期間内に、
基地局に接続された送電網に対する電気エネルギーの補償を行うよう基地局のエネルギー
貯蔵バッテリを制御すべく使用される、第２の送信モジュール６０３とを備える。
【０１０８】
　本発明のこの実施形態では、第１の決定モジュール６０１は具体的に、
　送電網から送電網の予測負荷データを取得するよう構成された第１の取得ユニット６０
１１と、
　送電網の予測負荷データに従って送電網の低負荷期間及びピーク負荷期間を決定するよ
う構成された第１の決定ユニット６０１２と、
　送電網の低負荷期間を第１期間として決定し、送電網のピーク負荷期間を第２期間とし
て決定するよう構成された第２の決定ユニット６０１３とを有する。
【０１０９】
　本発明のこの実施形態において、電気エネルギーディスパッチ装置は、送電網から送電
網の予測負荷データを取得し、当該データに従って、各基地局のエネルギー貯蔵バッテリ
が送電網からの電気エネルギーを貯蔵する期間が送電網の低負荷期間であり、各基地局の
エネルギー貯蔵バッテリが送電網に対する電気エネルギーの補償を行う期間が送電網のピ
ーク負荷期間であると決定する。このように、電気エネルギーディスパッチ装置は、電気
エネルギーディスパッチ装置に接続された少なくとも１つの基地局のエネルギー貯蔵バッ
テリをエネルギー貯蔵コンテナとして使用し、送電網の低負荷期間内に送電網の電気エネ
ルギーをエネルギー貯蔵コンテナに伝達して貯蔵し、これにより、エネルギー貯蔵コンテ
ナに貯蔵された電気エネルギーは、送電網のピーク負荷期間内に使用され得、このことは
、ピーク負荷期間内の送電網の圧力を低減させ、送電網の低負荷期間内に電気エネルギー
リソースを最大限に利用する。
【０１１０】
　実際の適用では、この実施形態において、代替的に、第１の決定ユニット６０１は先述
のユニットを有さなくてよいが、第１期間及び第２期間の事前設定を受信及び格納するよ
う構成された、（図には示されていない）受信ユニットを有してよい。第１の決定ユニッ
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トの上記の説明は単に例であるに過ぎず、限定はされない。
【０１１１】
　実際の適用では、電気エネルギーディスパッチ装置が、送電網からの電気エネルギーを
貯蔵するよう、又は、送電網に対する電気エネルギーの補償を行うよう各基地局のエネル
ギー貯蔵バッテリを制御する場合、各基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスは、
送電網からの電気エネルギーを貯蔵するのに、又は、送電網に対する電気エネルギーの補
償を行うのに好適ではないことがある。従って、本発明の実施形態では、電気エネルギー
ディスパッチ装置は更に、各基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスを検出するの
が好ましい。本発明の一実施形態における電気エネルギーディスパッチ装置が以下で説明
される。図７を参照して、本発明における電気エネルギーディスパッチ装置の別の実施形
態は、
　第１期間及び第２期間を決定するよう構成された第１の決定モジュール７０１と、
　第１のインジケーション情報を少なくとも１つの基地局に送信するよう構成された第１
の送信モジュール７０２であって、当該第１のインジケーション情報は、第１期間内に、
基地局に接続された送電網からの電気エネルギーを貯蔵するよう基地局のエネルギー貯蔵
バッテリを制御すべく使用される、第１の送信モジュール７０２と、
　第２のインジケーション情報を少なくとも１つの基地局に送信するよう構成された第２
の送信モジュール７０３であって、当該第２のインジケーション情報は、第２期間内に、
基地局に接続された送電網に対する電気エネルギーの補償を行うよう基地局のエネルギー
貯蔵バッテリを制御すべく使用される、第２の送信モジュール７０３とを備える。
【０１１２】
　本発明のこの実施形態において、電気エネルギーディスパッチ装置は更に、
　少なくとも１つの基地局の各々のエネルギー貯蔵バッテリのステータスを検出するよう
構成された検出モジュール７０４を備え、
　第１の送信モジュール７０２は具体的に、第１期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッ
テリのステータスが第１の事前設定条件を満たす場合、第１のインジケーション情報を基
地局に送信するよう構成され、
　第２の送信モジュール７０３は具体的に、第２期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッ
テリのステータスが第２の事前設定条件を満たす場合、第２のインジケーション情報を基
地局に送信するよう構成されている。
【０１１３】
　本発明のこの実施形態において、電気エネルギーディスパッチ装置はまず、各基地局の
エネルギー貯蔵バッテリのステータスを検出し、第１期間及び第２期間の前の各基地局エ
ネルギー貯蔵バッテリの状態がそれぞれ、事前設定された条件を満たす場合、電気エネル
ギーを貯蔵し、電気エネルギーを放出するよう各エネルギー貯蔵バッテリを制御し、それ
により、各基地局のエネルギー貯蔵バッテリの安全な作動を保証する。
【０１１４】
　この実施形態においては、第１の送信モジュール７０２は更に、第１期間の前の基地局
のエネルギー貯蔵バッテリの電荷量が第１の事前設定値より小さい場合、第１期間の前の
基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスは第１の事前設定条件を満たすと決定する
よう構成された、（図には示されていない）第３の決定ユニットを有するのが好ましい。
【０１１５】
　この実施形態においては、第２の送信モジュール７０３は更に、第２期間の前の基地局
のエネルギー貯蔵バッテリの電荷量が第２の事前設定値より大きい場合、第２期間の前の
基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスが第２の事前設定条件を満たすと決定する
よう構成された、（図には示されていない）第４の決定ユニットを有するのが好ましい。
【０１１６】
　先述の実施形態では、電気エネルギーディスパッチ装置は、第２のインジケーション情
報を基地局に送信して、送電網に対して基地局について第２期間内に電気エネルギーの補
償を行うよう基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御する。実際の適用では、各基地局の
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エネルギー貯蔵バッテリが、停電中、基地局に確実さを提供できることを保証すべく、各
基地局のエネルギー貯蔵バッテリが送電網に対して第２期間内に電気エネルギーの補償を
行う場合、エネルギー貯蔵バッテリは、エネルギー貯蔵バッテリの電気が完全に放電する
まで電気エネルギーの補償を停止しないが、いくらかの電気は残存する。本発明の電気エ
ネルギーディスパッチ装置が、具体的な実施形態を使用して、以下で説明される。図８を
参照して、本発明における電気エネルギーディスパッチ装置の別の実施形態は、
　第１期間及び第２期間を決定するよう構成された第１の決定モジュール８０１と、
　第１のインジケーション情報を少なくとも１つの基地局に送信するよう構成された第１
の送信モジュール８０２であって、当該第１のインジケーション情報は、第１期間内に、
基地局に接続された送電網からの電気エネルギーを貯蔵するよう基地局のエネルギー貯蔵
バッテリを制御すべく使用される、第１の送信モジュール８０２と、
　第２のインジケーション情報を少なくとも１つの基地局に送信するよう構成された第２
の送信モジュール８０３であって、当該第２のインジケーション情報は、第２期間内に、
基地局に接続された送電網に対する電気エネルギーの補償を行うよう基地局のエネルギー
貯蔵バッテリを制御すべく使用される、第２の送信モジュール８０３とを備える。
【０１１７】
　本発明のこの実施形態において、電気エネルギーディスパッチ装置は更に、
　第２の送信モジュール８０３が第２のインジケーション情報を基地局に送信した後、基
地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスが第３の事前設定条件を満たす場合、第３の
インジケーション情報を基地局に送信するよう構成された第３の送信モジュール８０４で
あって、当該第３のインジケーション情報は、送電網に対する電気エネルギーの補償の実
行を停止するよう基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御すべく使用される、第３の送信
モジュール８０４を備える。
【０１１８】
　その上、電気エネルギーディスパッチ装置は更に、基地局のエネルギー貯蔵バッテリの
電荷量及び健全係数と、基地局のサービスアイドル度係数と、基地局に接続された送電網
の安定性係数とを取得するよう構成された、（図には示されていない）取得モジュールと
、　基地局のエネルギー貯蔵バッテリの電荷量及び健全係数と、基地局のサービスアイド
ル度係数と、基地局に接続された送電網の安定性係数とに従って、基地局のエネルギー貯
蔵バッテリの放電深度閾値を計算するよう構成された、（図には示されていない）計算モ
ジュールと、
　基地局の各々のエネルギー貯蔵バッテリの放電深度が放電深度閾値に達した場合、基地
局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスが第３の事前設定条件を満たすと電気エネルギ
ーディスパッチ装置によって決定するよう構成された、（図には示されていない）第２の
決定モジュールとを備えるのが好ましい。
【０１１９】
　本発明の複数の実施形態における電気エネルギーディスパッチ方法及び電気エネルギー
ディスパッチ装置は上述されており、以下で本発明の複数の実施形態における電力管理方
法が説明される。図９を参照して、本発明の電力管理方法の一実施形態は以下の段階を備
える。
【０１２０】
　９０１：電力管理装置が、電気エネルギーディスパッチ装置から第１のインジケーショ
ン情報及び第２のインジケーション情報を受信する。
【０１２１】
　通信システムでは、各基地局にはエネルギー貯蔵バッテリが備えられており、当該エネ
ルギー貯蔵バッテリは、停電中に基地局に電力を供給して基地局の正常稼働を保証し、電
力が基地局に正常に供給される場合、基地局に接続された送電網からの電気エネルギーを
貯蔵して、次の停電中に基地局に電気エネルギーを供給すべく使用される。その上、各基
地局には電力管理装置が備えられており、電力管理装置は基地局のエネルギー貯蔵バッテ
リに接続されている。電力管理装置は、電気エネルギーディスパッチ装置からインジケー
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ション情報を受信するよう構成され、当該インジケーション情報に従って、送電網からの
電気エネルギーを貯蔵し、送電網に対する電気エネルギーの補償を行うよう基地局のエネ
ルギー貯蔵バッテリを制御する。
【０１２２】
　９０２：電力管理装置が、第１のインジケーション情報に従って、送電網から第１期間
内に電気エネルギーを貯蔵するよう第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御する。
【０１２３】
　電気エネルギーディスパッチ装置から第１のインジケーション情報を受信した場合、電
力管理装置は、第１期間内に電気エネルギーを貯蔵するよう、接続されたエネルギー貯蔵
バッテリを制御する。
【０１２４】
　９０３：電力管理装置が、第２のインジケーション情報に従って、送電網に対して第２
期間内に電気エネルギーの補償を行うよう第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御
する。
【０１２５】
　電気エネルギーディスパッチ装置から第２のインジケーション情報を受信した場合、電
力管理装置は、送電網に対する電気エネルギーの補償を行うよう、接続されたエネルギー
貯蔵バッテリを制御する。
【０１２６】
　本発明のこの実施形態においては、基地局の電力管理装置が、電気エネルギーディスパ
ッチ装置から受信された複数のインジケーションに従って、第１期間内及び第２期間内に
おいてそれぞれ、電気エネルギーをエネルギー貯蔵バッテリに貯蔵し、送電網に対する電
気エネルギーの補償を行う。このように、基地局のエネルギー貯蔵バッテリは、送電網の
エネルギー貯蔵装置として使用されてよく、送電網のエネルギー貯蔵装置を配置すべく余
分なコストを投入する必要がない。その上、送電網と各基地局のエネルギー貯蔵バッテリ
との間の電気エネルギー伝達効率は比較的高く、このことは、伝達プロセス中の比較的大
きな電気エネルギーの損失による電気エネルギーの無駄をなくす。
【０１２７】
　この実施形態において、電力管理装置は、電気エネルギーディスパッチ装置から第２の
インジケーション情報を受信し、送電網に対して基地局について第２期間内に電気エネル
ギーの補償を行うよう第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御する。実際の適用で
は、第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリが、停電中、基地局に確実さを提供できるこ
とを保証すべく、第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリが送電網に対して第２期間内に
電気エネルギーの補償を行う場合、エネルギー貯蔵バッテリは、エネルギー貯蔵バッテリ
の電気が完全に放電されるまで電気エネルギーの補償を停止しないが、いくらかの電気は
残存する。
【０１２８】
　従って、この実施形態の電力管理方法は更に以下の段階を備えるのが好ましい。
【０１２９】
　９０４：電力管理装置が更に、電気エネルギーディスパッチ装置から第３のインジケー
ション情報を受信し、電力管理装置は、第３のインジケーション情報に従って、送電網に
対する電気エネルギーの補償の実行を停止するよう第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテ
リを制御する。
【０１３０】
　電気エネルギーディスパッチ装置から第３のインジケーション情報を受信した場合、電
力管理装置は、送電網に対する電気エネルギーの補償の実行を直ちに停止するよう第１の
基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御する。
【０１３１】
　電気エネルギーディスパッチ装置が、基地局の実際の状況に従って、電気エネルギーを
貯蔵するための、及び送電網に対する電気エネルギーの補償を行うための基地局の条件を
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決定するのを支援すべく、この実施形態の電力管理方法において、各基地局の電力管理装
置は更に、基地局の負荷電力と、基地局に接続された送電網の関連パラメータと、基地局
のエネルギー貯蔵バッテリの関連パラメータとをリアルタイムに検出し、当該データを電
気エネルギーディスパッチ装置に送信するのが好ましい。送電網の関連パラメータは、電
圧、電流、電力、又は電力供給時間のうちの少なくとも１つを含んでよく、基地局のエネ
ルギー貯蔵バッテリの関連パラメータは、エネルギー貯蔵バッテリの電圧、電流、内部抵
抗、電荷量、又はバッテリ温度のうちの少なくとも１つを含んでよい。このように、電気
エネルギーディスパッチ装置は、当該データに従って、送電網から電気エネルギーを貯蔵
するための、及び送電網に対する電気エネルギーの補償を行うための、各基地局のエネル
ギー貯蔵バッテリの条件を決定してよく、これにより、決定された複数の条件は、各基地
局の実際の状況に適合する。
【０１３２】
　本発明の複数の実施形態の電力管理方法は上述されており、以下で本発明の複数の実施
形態における電力管理装置が説明される。図１０を参照すると、本発明の電力管理装置１
０００の一実施形態は、
　電気エネルギーディスパッチ装置から第１のインジケーション情報及び第２のインジケ
ーション情報を受信するよう構成された第１の受信モジュール１００１と、
　当該第１のインジケーション情報に従って、第１の基地局に接続された送電網から第１
期間内に電気エネルギーを貯蔵するよう第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御す
べく構成された第１の制御モジュール１００２と、
　当該第２のインジケーション情報に従って、第１の基地局に接続された送電網に対して
第２期間内に電気エネルギーの補償を行うよう第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリを
制御すべく構成された第２の制御モジュール１００３とを備える。
【０１３３】
　本発明のこの実施形態において、基地局の電力管理装置は、電気エネルギーディスパッ
チ装置から受信された複数のインジケーションに従って、第１期間内及び第２期間内にお
いてそれぞれ、電気エネルギーをエネルギー貯蔵バッテリに貯蔵し、送電網に対する電気
エネルギーの補償を行う。このように、基地局のエネルギー貯蔵バッテリは送電網のエネ
ルギー貯蔵装置として使用されてよく、送電網のエネルギー貯蔵装置を配置すべく、余分
なコストを投入する必要がない。その上、送電網と各基地局のエネルギー貯蔵バッテリと
の間の電気エネルギー伝達効率は比較的高く、このことは、伝達プロセス中の比較的大き
な電気エネルギーの損失による電気エネルギーの無駄をなくす。
【０１３４】
　この実施形態では、電力管理装置は更に、電気エネルギーディスパッチ装置から第３の
インジケーション情報を受信するよう構成された第２の受信モジュール１００４を含み、
更に、当該第３のインジケーション情報に従って、送電網に対する電気エネルギーの補償
の実行を停止するよう第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリを制御するよう構成された
第３の制御モジュール１００５を備えるのが好ましい。
【０１３５】
　このように、第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリが送電網に対して第２期間内に電
気エネルギーの補償を行う場合、電気エネルギーの補償は、エネルギー貯蔵バッテリの電
気が完全に放電されるまで停止しないが、いくらかの電気は残存し、第１の基地局のエネ
ルギー貯蔵バッテリが、停電中、基地局に確実さを提供できることを保証する。
【０１３６】
　電気エネルギーディスパッチ装置が、基地局の実際の状況に従って、電気エネルギーを
貯蔵するための、及び送電網に対する電気エネルギーの補償を行うための基地局の条件を
決定するのを支援すべく、この実施形態における電力管理装置は更に、
　第１の基地局の負荷電力と、第１の基地局に接続された送電網の関連パラメータと、第
１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリの関連パラメータとをリアルタイムにモニタリング
し、第１の基地局の負荷電力と、第１の基地局に接続された送電網の関連パラメータと、
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第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリの関連パラメータとを電気エネルギーディスパッ
チ装置に送信するよう構成されたモニタリングモジュール１００６を備えるのが好ましい
。
【０１３７】
　本発明の複数の実施形態における電気エネルギーディスパッチ装置及び電力管理装置は
上述されている。先述の実施形態において、電気エネルギーディスパッチ装置は、少なく
とも１つの基地局のエネルギー貯蔵バッテリを管理する。電気エネルギーディスパッチ装
置がただ１つの基地局のエネルギー貯蔵バッテリを管理する場合においては、各基地局に
対応する電気エネルギーディスパッチ装置は、基地局の電力管理装置と共に統合されてよ
い。上記の説明は単に例であるに過ぎず、限定はされないことは言うまでもない。
【０１３８】
　本発明の複数の実施形態における電気エネルギーディスパッチ装置は、モジュール及び
機能のエンティティの観点から上述されており、以下で本発明の複数の実施形態における
電気エネルギーディスパッチ装置は、ハードウェア処理の観点から説明される。図１１を
参照し、本発明は、電気エネルギーディスパッチプラットフォームを例として使用して具
体的に説明される。
【０１３９】
　図に示された電気エネルギーディスパッチプラットフォーム１１００は単に電気エネル
ギーディスパッチ装置の例であるに過ぎず、電気エネルギーディスパッチ装置１１００は
、図に示されたものより多くのコンポーネント、若しくはより少ないコンポーネントを有
してよい、２又はそれより多くのコンポーネントが組み合わされてよい、又は、異なるコ
ンポーネント構成が使用されてよいことが理解されるべきである。図に示されたコンポー
ネントは、１又は複数の信号処理、及び／又は特定用途向け集積回路を含むハードウェア
、ソフトウェア、又はハードウェア及びソフトウェアの組み合わせで実装されてよい。
【０１４０】
　図１１に示されるように、電気エネルギーディスパッチプラットフォームは、メモリ１
１０１、中央処理装置（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ、以下では略
してＣＰＵ）１１０３、周辺インタフェース１１０４、ＲＦ回路１１０５、電力管理チッ
プ１１０８、入力／出力（Ｉ／Ｏ）サブシステム１１０９、別の入力／制御デバイス１１
１０、及び外部ポート１１１１を備え、これらのコンポーネントは、１又は複数の通信バ
ス又は信号ケーブル１１１２を使用することで通信を行う。
【０１４１】
　この実施形態において提供される電気エネルギーディスパッチプラットフォームは単に
モバイル端末の例であるに過ぎず、本発明のこの実施形態に含まれるモバイル端末は、図
１１に示されるものより多くの、若しくはより少ないコンポーネントを含んでよい、２又
はそれより多くのコンポーネントが組み合わされてよい、又は、複数のコンポーネントの
異なる複数の構成若しくは複数の設定が使用されてよいことが留意されるべきである。コ
ンポーネントは、１又は複数の信号処理、及び／又は特定用途向け集積回路を含むハード
ウェア、ソフトウェア、又はハードウェア及びソフトウェアの組み合わせで実装されてよ
い。
【０１４２】
　この実施形態において提供され、かつ、メッセージの処理に使用される電気エネルギー
ディスパッチプラットフォームが以下で詳細に説明される。
【０１４３】
　メモリ１１０１：メモリ１１０１は、ＣＰＵ１１０３、周辺インタフェース１１０４、
及び同様のものによってアクセスされてよい。メモリ１１０１は、高速ランダムアクセス
メモリを含んでよい、又は、不揮発性メモリ、例えば、１又は複数の磁気ディスク記憶装
置、フラッシュメモリ、若しくは他の不揮発性ソリッドステートメモリを含んでよい。
【０１４４】
　周辺インタフェース１１０４：周辺インタフェースは、デバイスの入力及び出力の周辺
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機器をＣＰＵ１１０３及びメモリ１１０１に接続してよい。
【０１４５】
　Ｉ／Ｏサブシステム１１０９：Ｉ／Ｏサブシステム１１０９は、デバイス上の入力及び
出力の周辺機器、例えば、（先述の実施形態におけるディスプレイに相当する）タッチス
クリーン１１１３、及び別の入力／制御デバイス１１１０を周辺インタフェース１１０４
に接続してよい。Ｉ／Ｏサブシステム１１０９は、別の入力／制御デバイス１１１０を制
御するためのディスプレイコントローラ１１０９１及び１又は複数の入力コントローラ１
１０９２を含んでよい。１又は複数の入力コントローラ１１０９２は、別の入力／制御デ
バイス１１１０から電気信号を受信する、又は、別の入力／制御デバイス１１１０に電気
信号を送信する。ここで、当該別の入力／制御デバイス１１１０は、物理的なボタン（押
しボタン、ロッカーボタン、又は同様のもの）、ダイアル、スライドスイッチ、ジョイス
ティック、又はクリックスクロールホイールを含んでよい。入力コントローラ１１０９２
は、次のもの：キーボード、赤外線ポート、ＵＳＢインタフェース、及びマウスなどのポ
インティングデバイスのうちのいずれか１つに接続されてよいことが留意されるべきであ
る。
【０１４６】
　タッチスクリーン１１１３：タッチスクリーン１１１３は、モバイル端末とユーザとの
間の入力インタフェース及び出力インタフェースとして機能し、可視出力をユーザに表示
する。ここで、可視出力は、画像、テキスト、アイコン、ビデオ、及び同様のものを含ん
でよい。
【０１４７】
　Ｉ／Ｏサブシステム１１０９のディスプレイコントローラ１１０９１は、タッチスクリ
ーン１１１３からの電気信号を受信する、又は、タッチスクリーン１１１３に電気信号を
送信する。タッチスクリーン１１１３は、タッチスクリーン上のタッチを検出し、ディス
プレイコントローラ１１０９１は、検出されたタッチを、タッチスクリーン１１１３上に
表示されるユーザ・インタフェース・オブジェクトとのインタラクション、つまり、ヒュ
ーマン・コンピュータ・インタラクションに変換する。ここで、タッチスクリーン１１１
３上に表示されるユーザ・インタフェース・オブジェクトは、ゲーム実行アイコン、対応
するネットワークにリンクされたアイコン、又は同様のものであってよい。デバイスは更
に光学式マウスを含んでよく、当該光学式マウスは、可視出力を表示しないタッチ感受面
、又は、タッチスクリーンにより形成されたタッチ感受面の延長であることが留意される
べきである。
【０１４８】
　ＲＦ回路１１０５は主に、電気エネルギーディスパッチプラットフォームと無線ネット
ワーク（つまり、ネットワーク側）との間の通信を確立して、電気エネルギーディスパッ
チプラットフォームと無線ネットワークとの間でのデータの受信及び送信を実施するよう
構成されている。具体的に、ＲＦ回路１１０５はＲＦ信号を受信及び送信する。ここで、
ＲＦ信号はまた、電磁信号とも称される。ＲＦ回路１１０５は、電気信号を電磁信号に変
換する、又は、電磁信号を電気信号に変換し、電磁信号を使用して通信ネットワーク及び
別のデバイスと通信する。ＲＦ回路１１０５は、これらの機能を実行するための公知の回
路を含んでよい。当該回路は、限定はされないが、アンテナシステム、ＲＦ送受信機、１
又は複数の増幅器、チューナ、１又は複数の発振器、デジタル信号プロセッサ、ＣＯＤＥ
Ｃチップセット、加入者識別モジュール（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍ
ｏｄｕｌｅ、ＳＩＭ）、及び同様のものを含む。
【０１４９】
　電力管理チップ１１０８は、ＣＰＵ１１０３、Ｉ／Ｏサブシステム、及び周辺インタフ
ェースに接続されたハードウェアに対して電力を供給し、電力管理を実行するよう構成さ
れる。実際の適用では、代替的に、電力管理チップ１１０８は、ＣＰＵ１１０３又は別の
コンポーネントと共に１つのモジュールに統合されてよい。
【０１５０】
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　図１２は、電気エネルギーディスパッチプラットフォームの内部の構造図である。本発
明のこの実施形態において、メモリ１１０１に格納されたソフトウェアコンポーネントは
、オペレーティングシステム１２０１、通信モジュール１２０２、タッチ／モバイルモジ
ュール１２０３、グラフィックモジュール１２０４、及び機能モジュール１２０５を備え
てよい。
【０１５１】
　オペレーティングシステム１２０１（例えば、Ｄａｒｗｉｎ、ＲＴＸＣ、ＬＩＮＵＸ（
登録商標）、ＵＮＩＸ（登録商標）、ＯＳ　Ｘ、ＷＩＮＤＯＷＳ（登録商標）、又は、Ｖ
ｘＷｏｒｋｓなどの組み込みオペレーティングシステム）は、一般的な複数のシステムタ
スク（例えば、メモリ管理、記憶装置の制御、及び電力管理）を制御及び管理するための
様々なソフトウェアコンポーネント及び／又はドライバを含み、様々なハードウェア及び
ソフトウェアのコンポーネント間での通信を容易にする。
【０１５２】
　通信モジュール１２０２は、１又は複数の外部ポート１１１１を使用することで別のデ
バイスと通信するよう構成され、更に、ＲＦ回路１１０５及び／又は外部ポート１１１１
によって受信されたデータを処理するための様々なソフトウェアコンポーネントを有する
。
【０１５３】
　タッチ／モバイルモジュール１２０３は、（ディスプレイコントローラ１１０９１と組
み合わされた）タッチスクリーン１１１３、及び、別のタッチ感知装置（例えば、タッチ
パッド又は物理的なクリックスクロールホイール）上のタッチを検出してよい。タッチ／
モバイルモジュール１２０３は、タッチの検出に関連した様々な動作を行うための様々な
ソフトウェアコンポーネントを含む。当該動作は、例えば、タッチが起こったかどうかを
決定すること、タッチが移動したかどうかを決定すること、タッチスクリーン１１１３上
の移動をトレースすること、及びタッチが中断されたかどうか（つまり、タッチが終了し
たかどうか）を決定することである。タッチポイントの移動の決定は、レート（振幅値）
、速度（振幅値及び方向）、及び／又はタッチポイントの加速度（振幅値及び／又は方向
の変化）の決定を含んでよい。これらの動作は、単一のタッチ（例えば、一本の指でのタ
ッチ）に適用される、又は複数の同時のタッチ（例えば、「複数の点におけるタッチ」／
複数の指でのタッチ）に適用されてよい。いくつかの実施形態では、タッチ／モバイルモ
ジュール１２０３及びディスプレイコントローラ１１０９１は更にタッチパッド上のタッ
チを検出する。
【０１５４】
　グラフィックモジュール１２０４は、表示画像の明度を変更するためのコンポーネント
を含む、タッチスクリーン１１１３上に画像を表示するための様々な公知のソフトウェア
コンポーネント、例えば、中央処理装置１１０３から命令を受信し、タッチスクリーン１
１１３上に様々なタイプのソフトウェアを表示するグラフィカルユーザインタフェースを
含む。
【０１５５】
　機能モジュール１２０５は、具体的に、
　第１期間及び第２期間を決定するよう構成された第１の決定モジュール１２０５１と、
　第１のインジケーション情報を少なくとも１つの基地局に送信するよう構成された第１
の送信モジュール１２０５２であって、当該第１のインジケーション情報は、第１期間内
に、基地局に接続された送電網からの電気エネルギーを貯蔵するよう基地局のエネルギー
貯蔵バッテリを制御すべく使用される、第１の送信モジュール１２０５２と、
　第２のインジケーション情報を少なくとも１つの基地局に送信するよう構成された第２
の送信モジュール１２０５３であって、当該第２のインジケーション情報は、第２期間内
に、基地局に接続された送電網に対する電気エネルギーの補償を行うよう基地局のエネル
ギー貯蔵バッテリを制御すべく使用される、第２の送信モジュール１２０５３とを有して
よい。
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【０１５６】
　ＲＦ回路１１０５は、ネットワーク側又は別のデバイスによって送信された情報を受信
する。ここで、当該メッセージは具体的に、先述の実施形態における通信情報であってよ
い。受信されたメッセージは別のタイプの情報であってよく、このことは本発明のこの実
施形態において限定はされないことが理解されるであろう。当業者ならば、受信された情
報は複数のデータタイプのデータを保持してよいということ分かるであろう。ただ１つの
データタイプのデータが存在してよい、又は、２又はそれより多くのデータタイプのデー
タが存在してよい。
【０１５７】
　中央処理装置１１０３は、ＲＦ回路１１０５によって受信された情報におけるデータの
データタイプを特定し、対応リストに従って、データのデータタイプに対応する機能モジ
ュールへデータを格納する。ここで、当該対応リストとは、データタイプと機能モジュー
ルとの間の対応関係を示すリストである。機能モジュール１２０５は具体的に、第１の決
定モジュール１２０５１、第１の送信モジュール１２０５２、及び第２の送信モジュール
１２０５３を含んでよい。本発明のこの実施形態では、中央処理装置１１０３が様々なフ
ォーマットのデータを特定する方式が、先述の実施形態における方式であってよいことが
理解されるであろう。本明細書において詳細は再度記載されない。
【０１５８】
　具体的に、第１の決定モジュールは、送電網から送電網の予測負荷データを取得するよ
う構成された第１の取得ユニット；当該送電網の予測負荷データに従って送電網の低負荷
期間及びピーク負荷期間を決定するよう構成された第１の決定ユニット；及び送電網の低
負荷期間を第１期間として決定し、送電網のピーク負荷期間を第２期間として決定するよ
う構成された第２の決定ユニットを含む。
【０１５９】
　具体的に、第１の決定モジュールは、第１期間及び第２期間の事前設定を受信及び格納
するよう構成された受信ユニットを含む。
【０１６０】
　具体的に、機能モジュール１２０５は更に、少なくとも１つの基地局の各々のエネルギ
ー貯蔵バッテリのステータスを検出するよう構成された検出モジュールを含む。ここで、
当該第１の送信モジュールは具体的に、第１期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッテリ
のステータスが第１の事前設定条件を満たす場合、第１のインジケーション情報を基地局
に送信するよう構成され、第２の送信モジュールは具体的に、第２期間の前の基地局のエ
ネルギー貯蔵バッテリのステータスが第２の事前設定条件を満たす場合、第２のインジケ
ーション情報を基地局に送信するよう構成されている。
【０１６１】
　具体的に、第１の送信モジュールは更に第３の決定ユニットを含み、当該第３の決定ユ
ニットは、第１期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッテリの電荷量が第１の事前設定値
より小さい場合、第１期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスが第１の
事前設定条件を満たすと決定するよう構成されている。
【０１６２】
　具体的に、第２の送信モジュールは更に第４の決定ユニットを有し、当該第４の決定ユ
ニットは、第２期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッテリの電荷量が第２の事前設定値
より大きい場合、第２期間の前の基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスが第２の
事前設定条件を満たすと決定するよう構成されている。
【０１６３】
　具体的に、機能モジュール１２０５は更に第３の送信モジュールを含み、当該第３の送
信モジュールは、第２の送信モジュールが第２のインジケーション情報を基地局に送信し
た後、基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスが第３の事前設定条件を満たす場合
、第３のインジケーション情報を基地局に送信するよう構成され、当該第３のインジケー
ション情報は、送電網に対する電気エネルギーの補償の実行を停止するよう基地局のエネ
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ルギー貯蔵バッテリを制御すべく使用される。
【０１６４】
　具体的に、機能モジュール１２０５は更に、基地局のエネルギー貯蔵バッテリの電荷量
及び健全係数と、基地局のサービスアイドル度係数と、基地局に接続された送電網の安定
性係数とを取得するよう構成された取得モジュールと、基地局のエネルギー貯蔵バッテリ
の電荷量及び健全係数と、基地局のサービスアイドル度係数と、基地局に接続された送電
網の安定性係数とに従って、基地局のエネルギー貯蔵バッテリの放電深度閾値を計算する
よう構成された計算モジュールと、基地局の各々のエネルギー貯蔵バッテリの放電深度が
放電深度閾値に達した場合、基地局のエネルギー貯蔵バッテリのステータスが第３の事前
設定条件を満たすと電気エネルギーディスパッチ装置によって決定するよう構成された第
２の決定モジュールとを含む。
【０１６５】
　簡便かつ簡潔に説明する目的で、先述のシステム、装置、及びユニットの詳細な作動プ
ロセスについて、先述の方法の実施形態における対応するプロセスが参照されてよいこと
は、当業者によって明確に理解されると考えられ、本明細書において詳細は再度記載され
ない。
【０１６６】
　本願において提供されたいくつかの実施形態において、開示されたシステム、装置、及
び方法は他の方式で実施されてよいことが理解されるべきである。例えば、説明された装
置の実施形態は単に例示的なものに過ぎない。例えば、ユニットの分割は、単に論理的機
能の分割に過ぎず、実際の実装においては他の分割であってよい。例えば、複数のユニッ
ト若しくはコンポーネントが別のシステムに組み合わされてよい、若しくは統合されてよ
い、又は、いくつかの特徴が無視されてよい、若しくは実行されてよい。加えて、表示さ
れた若しくは議論された相互結合、又は直接的な結合若しくは通信接続は、いくつかのイ
ンタフェースを使用して実施されてよい。装置とユニットとの間の間接的な結合若しくは
通信接続は、電子的、機械的、又は他の形態で実装されてよい。
【０１６７】
　別個の部分として説明されたユニットは物理的に別個であってもなくてもよく、ユニッ
トとして表示された部分は、物理的なユニットであってもなくてもよく、１つの位置に配
置されてよいし、又は複数のネットワークユニットに分散されてもよい。実施形態の解決
法の目的を実現すべく、実際の必要性に従ってユニットの一部又は全部が選択されてよい
。 
【０１６８】
　加えて、本発明の実施形態の機能ユニットは１つの処理ユニットに統合されてよい、又
は、ユニットの各々は物理的に単独で存在してよい、又は、２又はそれより多いくユニッ
トが１つのユニットに統合される。統合されたユニットは、ハードウェアの形態で実装さ
れてよい、又は、ソフトウェア機能ユニットの形態で実装されてよい。
【０１６９】
　統合されたユニットがソフトウェア機能ユニットの形態で実装され、独立した製品とし
て販売又は使用される場合、統合されたユニットはコンピュータ可読記憶媒体に格納され
てよい。そのような理解に基づいて、本発明の技術的解決法は基本的に、又は従来技術に
寄与する部分、又は当該技術的解決法の全部又は一部は、ソフトウェア製品の形態で実装
されてよい。ソフトウェア製品は、記憶媒体に格納され、（パーソナルコンピュータ、サ
ーバ、又はネットワークデバイスであってよい）コンピュータデバイスに本発明の実施形
態において説明された方法の段階のうちの全部又は一部を実行するよう命令するためのい
くつかの命令を含む。先述の記憶媒体は、ＵＳＢフラッシュドライブ、リムーバブルハー
ドディスク、リードオンリメモリ（ＲＯＭ、Ｒｅａｄ‐Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、磁気ディ
スク、又は光ディスクなどの、プログラムコードを格納し得る任意の媒体を含む。
【０１７０】
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　先述の実施形態は単に本発明の技術的解決法を説明するよう意図されているに過ぎず、
本発明を限定するようには意図されていない。本発明は先述の実施形態を参照して詳細に
説明されたが、当業者は、彼らが更に、本発明の実施形態の技術的解決法の範囲から逸脱
することなく、先述の実施形態において説明された技術的解決法に対して変更を施し得る
こと、又は、先述の実施形態のいくつかの技術的特徴に対して等価な置き換えを施し得る
ことを理解するべきである。
［項目１］
　第１期間及び第２期間を電気エネルギーディスパッチ装置によって決定する段階と、
　第１のインジケーション情報を上記電気エネルギーディスパッチ装置によって少なくと
も１つの基地局に送信する段階であって、上記第１のインジケーション情報は、上記第１
期間内に、上記基地局に接続された送電網からの電気エネルギーを貯蔵するよう上記基地
局のエネルギー貯蔵バッテリを制御すべく使用される、段階と、
　第２のインジケーション情報を上記電気エネルギーディスパッチ装置によって上記少な
くとも１つの基地局に送信する段階であって、上記第２のインジケーション情報は、上記
第２期間内に、上記基地局に接続された上記送電網に対する電気エネルギーの補償を行う
よう上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリを制御すべく使用される、段階と、
　を備える電気エネルギーディスパッチ方法。
［項目２］
　第１期間及び第２期間を電気エネルギーディスパッチ装置によって取得する上記段階は
、具体的に、
　上記送電網から上記送電網の予測負荷データを上記電気エネルギーディスパッチ装置に
よって取得する段階と、
　上記送電網の上記予測負荷データに従って、上記送電網の低負荷期間及びピーク負荷期
間を上記電気エネルギーディスパッチ装置によって決定する段階と、
　上記電気エネルギーディスパッチ装置によって、上記送電網の上記低負荷期間を上記第
１期間として決定し、上記送電網の上記ピーク負荷期間を上記第２期間として決定する段
階とを有する、項目１に記載の電気エネルギーディスパッチ方法。
［項目３］
　第１期間及び第２期間を取得する上記段階は、具体的に、
　上記第１期間及び上記第２期間の事前設定を上記電気エネルギーディスパッチ装置によ
って受信及び格納する段階を有する、項目１に記載の電気エネルギーディスパッチ方法。
［項目４］
　上記少なくとも１つの基地局の各々のエネルギー貯蔵バッテリのステータスを上記電気
エネルギー制御装置によって検出する段階を更に備え、
　第１のインジケーション情報を上記電気エネルギーディスパッチ装置によって少なくと
も１つの基地局に送信する上記段階は、具体的に、
　上記第１期間の前の上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリのステータスが第１の事
前設定条件を満たす場合、上記第１のインジケーション情報を上記電気エネルギーディス
パッチ装置によって上記基地局に送信する段階を有し、
　第２のインジケーション情報を上記電気エネルギーディスパッチ装置によって上記少な
くとも１つの基地局に送信する上記段階は、具体的に、
　上記第２期間の前の上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリのステータスが第２の事
前設定条件を満たす場合、上記第２のインジケーション情報を上記電気エネルギーディス
パッチ装置によって上記基地局に送信する段階を有する、項目１に記載の電気エネルギー
ディスパッチ方法。
［項目５］
　上記第１期間の前の上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの電荷量が第１の事前設
定値より小さい場合、上記第１期間の前の上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの上
記ステータスは上記第１の事前設定条件を満たすと決定される、項目４に記載の電気エネ
ルギーディスパッチ方法。



(31) JP 6400733 B2 2018.10.3

10

20

30

40

50

［項目６］
　上記第２期間の前の上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの電荷量が、第２の事前
設定値より大きい場合、上記第２期間の前の上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの
上記ステータスは上記第２の事前設定条件を満たすと決定される、項目４に記載の電気エ
ネルギーディスパッチ方法。
［項目７］
　第２のインジケーション情報を上記基地局に送信する上記段階の後、
　上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリのステータスが第３の事前設定条件を満たす
場合、第３のインジケーション情報を上記電気エネルギーディスパッチ装置によって上記
基地局に送信する段階であって、上記第３のインジケーション情報は、上記送電網に対す
る電気エネルギーの補償の実行を停止するよう上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリ
を制御すべく使用される、段階を更に備える、項目１に記載の電気エネルギーディスパッ
チ方法。
［項目８］
　上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの電荷量及び健全係数と、上記基地局のサー
ビスアイドル度係数と、上記基地局に接続された上記送電網の安定性係数とを上記電気エ
ネルギーディスパッチ装置によって取得する段階と、
　上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの上記電荷量及び上記健全係数と、上記基地
局の上記サービスアイドル度係数と、上記基地局に接続された上記送電網の上記安定性係
数とに従って、上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの放電深度閾値を上記電気エネ
ルギーディスパッチ装置によって計算する段階と、
　上記基地局の各々のエネルギー貯蔵バッテリの放電深度が上記放電深度閾値に達した場
合、上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの上記ステータスは上記第３の事前設定条
件を満たすと上記電気エネルギーディスパッチ装置によって決定する段階と、
　を更に備える、項目７に記載の電気エネルギーディスパッチ方法。
［項目９］
　第１期間及び第２期間を決定するよう構成された第１の決定モジュールと、
　第１のインジケーション情報を少なくとも１つの基地局に送信するよう構成された第１
の送信モジュールであって、上記第１のインジケーション情報は、上記第１期間内に、上
記基地局に接続された送電網からの電気エネルギーを貯蔵するよう上記基地局のエネルギ
ー貯蔵バッテリを制御すべく使用される、第１の送信モジュールと、
　第２のインジケーション情報を上記少なくとも１つの基地局に送信するよう構成された
第２の送信モジュールであって、上記第２のインジケーション情報は、上記第２期間内に
、上記基地局に接続された上記送電網に対する電気エネルギーの補償を行うよう上記基地
局の上記エネルギー貯蔵バッテリを制御すべく使用される、第２の送信モジュールと、
　備える電気エネルギーディスパッチ装置。
［項目１０］
　上記第１の決定モジュールは、
　上記送電網から上記送電網の予測負荷データを取得するよう構成された第１の取得ユニ
ットと、
　上記送電網の上記予測負荷データに従って、上記送電網の低負荷期間及びピーク負荷期
間を決定するよう構成された第１の決定ユニットと、
　上記送電網の低負荷期間を上記第１期間として決定し、上記送電網の上記ピーク負荷期
間を上記第２期間として決定するよう構成された第２の決定ユニットとを有する、項目９
に記載の電気エネルギーディスパッチ装置。
［項目１１］
　上記第１の決定モジュールは、
　上記第１期間及び上記第２期間の事前設定を受信及び格納するよう構成された受信ユニ
ットを有する、項目９に記載の電気エネルギーディスパッチ装置。
［項目１２］
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　上記電気エネルギーディスパッチ装置は更に、
　上記少なくとも１つの基地局の各々のエネルギー貯蔵バッテリのステータスを検出する
よう構成された検出モジュールを備え、
　上記第１の送信モジュールは、具体的に、上記第１期間の前の上記基地局の上記エネル
ギー貯蔵バッテリのステータスが第１の事前設定条件を満たす場合、上記第１のインジケ
ーション情報を上記基地局に送信するよう構成され、
　上記第２の送信モジュールは、具体的に、上記第２期間の前の上記基地局の上記エネル
ギー貯蔵バッテリのステータスが第２の事前設定条件を満たす場合、上記第２のインジケ
ーション情報を上記基地局に送信するよう構成されている、項目９に記載の電気エネルギ
ーディスパッチ装置。
［項目１３］
　上記第１の送信モジュールは更に第３の決定ユニットを有し、上記第３の決定ユニット
は、上記第１期間の前の上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの電荷量が第１の事前
設定値より小さい場合、上記第１期間の前の上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの
上記ステータスは上記第１の事前設定条件を満たすと決定するよう構成されている、項目
１２に記載の電気エネルギーディスパッチ装置。
［項目１４］
　上記第２の送信モジュールは更に第４の決定ユニットを有し、上記第４の決定ユニット
は、上記第２期間の前の上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの電荷量が第２の事前
設定値より大きい場合、上記第２期間の前の上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの
上記ステータスは上記第２の事前設定条件を満たすと決定するよう構成されている、項目
１２に記載の電気エネルギーディスパッチ装置。
［項目１５］
　上記第２の送信モジュールが上記第２のインジケーション情報を上記基地局に送信した
後、上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリのステータスが第３の事前設定条件を満た
す場合、第３のインジケーション情報を上記基地局に送信するよう構成された第３の送信
モジュールを更に備え、上記第３のインジケーション情報は、上記送電網に対する電気エ
ネルギーの補償の実行を停止するよう上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリを制御す
べく使用される、項目９に記載の電気エネルギーディスパッチ装置。
［項目１６］
　上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの電荷量及び健全係数と、上記基地局のサー
ビスアイドル度係数と、上記基地局に接続された上記送電網の安定性係数とを取得するよ
う構成された取得モジュールと、
　上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの上記電荷量及び上記健全係数と、上記基地
局の上記サービスアイドル度係数と、上記基地局に接続された上記送電網の上記安定性係
数とに従って、上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの放電深度閾値を計算するよう
構成された計算モジュールと、
　複数の上記基地局の各々のエネルギー貯蔵バッテリの放電深度が上記放電深度閾値に達
した場合、上記基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの上記ステータスは上記第３の事前
設定条件を満たすと上記電気エネルギーディスパッチ装置によって決定するよう構成され
た第２の決定モジュールと、
　を更に備える、項目１５に記載の電気エネルギーディスパッチ装置。
［項目１７］
　電気エネルギーディスパッチ装置から第１のインジケーション情報及び第２のインジケ
ーション情報を電力管理装置によって受信する段階と、
　上記第１の基地局に接続された送電網から第１期間内に電気エネルギーを貯蔵するよう
上記第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリを上記第１のインジケーション情報に従って
上記電力管理装置によって制御する段階と、
　上記第１の基地局に接続された上記送電網に対して第２期間内に電気エネルギーの補償
を行うよう上記第１の基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリを上記第２のインジケーショ
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　を備える電力管理方法。
［項目１８］
　上記第１の基地局の負荷電力と、上記第１の基地局に接続された上記送電網の関連パラ
メータと、上記第１の基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの関連パラメータとを上記電
力管理装置によってリアルタイムにモニタリングする段階と、上記第１の基地局の上記負
荷電力と、上記第１の基地局に接続された上記送電網の上記関連パラメータと、上記第１
の基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの上記関連パラメータとを上記電気エネルギーデ
ィスパッチ装置に送信する段階と、
　を更に備える、項目１７に記載の電力管理方法。
［項目１９］
　電気エネルギーディスパッチ装置からの第２のインジケーション情報を電力管理装置に
よって受信する上記段階の後、
　上記電気エネルギーディスパッチ装置から更に第３のインジケーション情報を上記電力
管理装置によって受信する段階と、上記第３のインジケーション情報に従って、上記送電
網に対する電気エネルギーの補償の実行を停止するよう上記第１の基地局の上記エネルギ
ー貯蔵バッテリを上記電力管理装置によって制御する段階と、を更に備える、項目１７に
記載の電力管理方法。
［項目２０］
　電気エネルギーディスパッチ装置から第１のインジケーション情報及び第２のインジケ
ーション情報を受信するよう構成された第１の受信モジュールと、
　上記第１の基地局に接続された送電網から第１期間内に電気エネルギーを貯蔵するよう
上記第１の基地局のエネルギー貯蔵バッテリを上記第１のインジケーション情報に従って
制御するよう構成された第１の制御モジュールと、
　上記第１の基地局に接続された上記送電網に対して第２期間内に電気エネルギーの補償
を行うよう上記第１の基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリを上記第２のインジケーショ
ン情報に従って制御するよう構成された第２の制御モジュールと、
　を備える、電力管理装置。
［項目２１］
　上記第１の基地局の負荷電力と、上記第１の基地局に接続された上記送電網の関連パラ
メータと、上記第１の基地局の上記エネルギー貯蔵バッテリの関連パラメータとをリアル
タイムにモニタリングし、上記第１の基地局の上記負荷電力と、上記第１の基地局に接続
された上記送電網の上記関連パラメータと、上記第１の基地局の上記エネルギー貯蔵バッ
テリの上記関連パラメータとを上記電気エネルギーディスパッチ装置に送信するよう構成
されたモニタリングモジュール
　を更に備える、項目２０に記載の基地局の電力管理装置。
［項目２２］
　上記電気エネルギーディスパッチ装置から第３のインジケーション情報を受信するよう
構成された第２の受信モジュールと、
　上記送電網に対する電気エネルギーの補償の実行を停止するよう上記第１の基地局の上
記エネルギー貯蔵バッテリを上記第３のインジケーション情報に従って制御するよう構成
された第３の制御モジュールと、
　を更に備える、項目２０に記載の基地局の電力管理装置。
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